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    ◎開会の宣告 

〇議長( 福嶋尚人君)  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達していますので、令和７年第２回新ひだか町議会

定例会を開会いたします。 

( 午前 ９時３０分)  

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長( 福嶋尚人君)  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、６番、城地君、７番、下川君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月12日までの７日間とし、３月８日、９日

は休会にいたしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から３月12日までの７日間とし、３月８日、９日は休会とする

ことに決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長( 大野克之君)  おはようございます。お手元の行政報告の資料に基づきまして御報告を申

し上げます。 

 初めに、１点目でございますが、｢１．大雨による被害状況について｣でございます。10月23日

の大雨によります被害状況は記載のとおりでございまして、12月定例会におきまして中間報告を

しておったわけでございますが、最終被害額が確定いたしましたので、御報告をいたします。件

数は99件、被害金額としては２億6,673万1,000円ということになってございます。 

 次に、｢２．寄附について｣でございます。記載のとおり１件の寄附がございました。寄附者の

御厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、次のページになりますが、｢３．建設工事等に係る入札発注状況
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について｣であります。建設工事及び設計等業務委託につきまして、本年１月23日から２月13日ま

での間に工事２件の入札を執行し、記載のとおり発注を行ったところでございます。その詳細に

つきましては、３ページにある資料のとおりでございます。お目通しをお願いいたします。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 

休憩 午前 ９時３３分 

                                            

再開 午前 ９時  分 

〇議長( 福嶋尚人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第４、｢議案第１号 新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長( 大野克之君)  ただいま上程されました議案第１号につきまして御説明を申し上げます。 

 議案第１号は、新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございま

す。本件は、現教育委員会委員４名のうち１名の方の任期が本年５月12日をもって満了すること

から、次の方を任命するに当たり地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により議会の同意を求めるものでございます。 

今回任命しようとする方につきましては再任となります。現住所は日高郡新ひだか町静内こう

せい町３丁目１番19号にお住まいの津山浩氏でございます。生年月日は昭和52年３月26日生まれ、

年齢は47歳でございまして、職業は会社役員でございます。 

 津山氏につきましては、今回任命されますと２期目となります。新たな任期につきましては、

本年５月13日から令和11年５月12日までの４年間となります。 

１枚めくっていただきまして、次のページには津山氏の略歴を添付してございますので、御参

照いただければと存じます。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  お諮りいたします。 

 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから｢議案第１号 新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて｣を

採決いたします。 
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 お諮りいたします。本案は、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第５、｢議案第２号 新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求

めることについて｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長( 大野克之君)  ただいま上程されました議案第２号につきまして御説明を申し上げます。 

議案第２号は、新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございま

す。本件は、現公平委員会委員３名のうち１名の方の任期が本年５月15日をもって満了すること

から、次の方を選任するに当たり地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

今回選任しようとする方につきましては再任となります。現住所は日高郡新ひだか町静内とき

わ町２丁目７番20号、お名前は伊藤裕美氏、生年月日は昭和54年１月31日でございまして、年齢

は46歳です。職業につきましては、司法書士でございます。 

伊藤氏につきましては今回選任されますと２期目となり、新たな任期は本年５月16日から令和

11年５月15日までの４年間となります。 

次のページに参考までに伊藤氏の略歴を添付してございますので、御参照いただきたいと存じ

ます。 

以上で議案第２号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  お諮りいたします。 

 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから｢議案第２号 新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて｣を

採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第６、｢議案第３号 工事請負変更契約の締結について( 春別農屋線道
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路災害復旧工事（Ｒ４―129）) ｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長( 野垣尚久君)  おはようございます。ただいま上程されました議案第３号について御

説明させていただきます。 

 議案第３号は、春別農屋線道路災害復旧工事（Ｒ４―129）の請負契約締結についてでございま

す。町道春別農屋線の道路災害復旧工事は、令和４年８月15日から16日までの豪雨により被災を

受けた道路災害になりますが、予定価格が１億円を超えますことから、工事請負契約について議

会の議決を得ようとするものでございます。 

 最初に、議案第３号から２枚おめくりいただき、参考資料２をお開きください。参考資料２は

全体平面図と位置図になります。図面右下が位置図になりますが、工事箇所は道道静内中札内線

の静内ダムから3.3キロメートル手前を起点とする町道春別農屋線の7.9キロ付近になりますが、

当該工事と同じ異常気象により公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧工事を

４か所実施しておりますが、当該工事が最後の工事になります。工事箇所は図面中央①の横断管

渠工、管径2,500ミリ、延長25メートルと図面右上、②の補強盛土工、延長25.2メートル、面積187平

方メートルになります。 

 １枚おめくりいただき、参考資料３をお開きください。参考資料３は、①の箇所の縦平面図と

代表断面図となっております。上段が平面図、下段が縦断図、右が代表断面図となりまして、平

面図の左側が基点となり、復旧延長は37.4メートルで、主な工種は横断管渠工、管径2,500ミリの

コルゲートパイプ25メートルの布設で、平面図の上から下へ向かって流下方向となります。また、

代表断面図のとおり盛土を留め、管口を保護するために飲み口側とはけ口側に鋼製籠工を施工い

たしますが、次のページの参考資料４が鋼製籠工の詳細図となっております。 

 さらに１枚おめくりいただき、参考資料５をお開きください。参考資料５は、②の箇所の縦平

面図となっております。上段が平面図、下段が縦断図となりまして、平面図の左側が起点となり、

復旧延長は21.9メートルで、主な工種は補強盛土工25.2メートル、面積が187平方メートルの施工

となっており、次のページの参考資料６が補強盛土工の詳細図となっております。図面の右側が

標準断面図になりますが、のり面の上段が張り芝工で、下段が補強盛土工で、最大の高さが9.3メ

ートルになります。補強盛土工につきましては、盛土内に敷設される補強材と盛土材料との間の

摩擦抵抗力により盛土の安定性を補う構造のものであり、砂礫層を基礎地盤として設計しており

ます。 

 次のページの参考資料７が補強盛土工に使用する各部材の詳細図となっております。 

 それでは、最初のページにお戻りいただき、議案第３号をお開きください。議案第３号は、次

のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。 

 契約の目的は、春別農屋線道路災害復旧工事（Ｒ４―129）、契約の方法は条件付一般競争入札

です。契約の金額は１億3,530万円、うち消費税及び地方消費税の額は1, 230万円となっておりま

す。契約の相手方は、真下・村田特定建設工事共同企業体、代表者は日高郡新ひだか町静内青柳

町３丁目５番10号、真下建設株式会社代表取締役、真下明、構成員は日高郡新ひだか町静内緑町

７丁目１番28号、株式会社村田土建代表取締役、村田修です。なお、出資割合は、真下建設70％、



 － 5 － 

村田土建30％となっております。 

 次のページをお開きください。議案第３号参考資料１、契約書案です。工事名は、春別農屋線

道路災害復旧工事（Ｒ４―129）、工事場所は新ひだか町静内高見地内、工期につきましては契約

の日から令和８年２月10日までとなっております。請負代金額は令和７年２月14日締結の建設工

事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額、契約保証金は免除としております。 

 以上、議案第３号についての御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

〇議長( 福嶋尚人君)  質疑に入る前に、先ほど議案第３号、工事請負変更契約と申しましたが、

この変更というのは間違いでしたので、撤回いたします。 

 それでは、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第３号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第３号 工事請負契約締結について( 春別農屋線道路災害復旧工事（Ｒ４―

129）) ｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 

休憩  午前 ９時４７分 

                                            

再開  午前 ９時４８分 

〇議長( 福嶋尚人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第４号から議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第７、｢議案第４号 令和６年度新ひだか町一般会計補正予算( 第８

号) ｣から｢議案第９号 令和６年度新ひだか町病院事業会計補正予算( 第４号) ｣までの６件を一括

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇総務課長( 佐藤礼二君)  おはようございます。ただいま上程されました議案第４号から議案第

６号について御説明いたします。 

 議案は、別冊となってございます。議案第４号から議案第６号は、令和６年度新ひだか町各会

計補正予算でございます。今回の補正予算につきましては、予算の執行整理が主なものとなって

おりますが、そのほかといたしまして、１つ目が国の補正予算に伴う小中学校施設の環境改善を

図る改修事業や、２つ目は企業会計の資金不足に対する補助金でございますが、企業会計にあっ
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ては経営努力や経営改善を行いながら特定の受益者へのサービス提供を行う必要がありますの

で、収支不足の穴埋めを一般会計からの補助金で対応することは負担の公平性の原則に反するも

のと考えているところでございます。しかしながら、下水道事業会計及び病院事業会計において

は近年の物価高騰の影響も加わり、非常に厳しい経営状況にあって、資金不足への補助が必要な

状況にありまして、これらの企業会計で行っている行政サービスが提供できなくなりますと、町

民の皆様の生活に多大な影響を与えてしまうこととなりますので、一般会計においても非常に厳

しい財政状況ではございますが、町民の生活に欠かすことのできない行政サービスを提供するた

め必要な措置と考えてございますので、これらに係る追加補正につきまして御理解をお願いいた

します。３つ目は、その他施設の修繕や燃料費、光熱水費など、今回補正しなければ事務事業の

執行に支障を来すものについて補正計上しようとするものでございます。補正予算の内容説明に

つきましては、主な要因に絞って御説明させていただき、詳細な説明は省略させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一般会計から御説明いたします。議案第４号は、令和６年度新ひだか町一般会計補

正予算( 第８号) でございます。 

 令和６年度新ひだか町の一般会計補正予算( 第８号) は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

億2,828万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186億829万9,000円にしよう

とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 第２条は、繰越明許費の補正でございまして、繰越明許費の追加及び変更は、｢第２表 繰越明

許費補正｣のとおりでございます。 

 第３条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加、変更及び廃止は、｢第３表 地方債補

正｣のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般51ページをお開きください。

３ 歳出でございます。１款、１項 議会費では178万2,000円の減額でございますが、議会運営経

費などの執行整理でございます。 

 次に、53ページに参ります。２款 総務費、１項 総務管理費では4,379万3,000円の減額でござ

います。この費目では、職員福利厚生経費や庁舎物品管理経費、庁舎管理経費など各種事務事業

に係る執行整理でございまして、64ページまでございます。１目 一般管理費、事業目６ 一般行

政事務経費では192万8,000円の減額ですが、１枚おめくりいただきまして、11節 役務費の通信運

搬費で200円の追加は郵便料金の増額改定によるものでございます。 

 57ページに参りまして、４目 財産管理費、事業目３ 財産管理事務経費では41万5,000円の追加

でございますが、旧春立小学校敷地内にある国有地の整備に伴うもので、町有地確定測量業務委

託料及び用地購入費を計上してございます。 

 ５目 車両管理費、事業目１ 一般車両管理経費では461万6,000円の追加でございます。車両運

行管理に係る燃料費や修繕料のほか、17節 備品購入費では345万5,000円の追加は公用車の老朽化

に伴い車両を１台更新するものでございます。 

 58ページに参りまして、下段の７目 電子計算費、事業目１ 行政情報システム管理経費で467万
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7,000円の減額は、主に59ページの12節 委託料の２番目の窓口支援システム導入業務委託料の執

行整理ですが、４番目の人事給与システム改修業務委託料では63万8,000円の追加で、定額減税や

児童手当制度改正に伴う改修経費でございまして、財源として国の子ども・子育て支援事業費補

助金を44万円充当してございます。事業目３ 自治体情報システム標準化・共通化経費では1,648万

円の減額は、こちらも12節 委託料の執行整理のほか、３番目の障がい者福祉システム標準化対応

業務委託料では今年度に住基システムとの連携構築ができないことから、事業費794万6,000円を

皆減とし、令和７年度予算に計上することとしております。 

 61ページに参りまして、11目 地域振興費、事業目５ 生活路線維持事業の企画課分では197万

1,000円の減額でございますが、デマンド交通試験事業に係る執行整理のほか、18節の地方バス路

線維持費補助金では燃油等の高騰などによる収益悪化に伴い227万9,000円を追加計上するもので

ございます。62ページに参りまして、中段の事業目13 アイヌ政策推進経費の福祉課分では5,000円

の追加でございますが、多機能型生活館建設事業執行に伴う予算整理のほか、17節 備品購入費で

は当該施設に必要となる会議用椅子やテーブルなどの施設用備品のため325万9,000円を追加して

ございます。同じ事業目の地域振興課分では71万5,000円の追加でございますが、歌笛総合住民セ

ンターに係るアスベスト含有検査業務委託料となってございます。 

 63ページに参りまして、13目 地方創生費、事業目３ 滞在・移住促進事業では65万4,000円の追

加でございます。執行整理のほか、18節のＵＩＪターン新規就業支援事業移住支援金60万円の追

加は、東京圏から北海道に移住した際に支給要件を満たした場合に移住支援金が交付されるもの

で、該当する１名分を計上するものでございます。なお、財源としてＵＩＪターン新規就業支援

事業補助金を国と北海道合わせて45万円を充当してございます。事業目４ 低所得者支援及び定額

減税補足給付金給付事業の福祉課分では1,657万2,000円の減額で、対象者の確定に伴う予算整理

となります。 

 64ページに参りまして、14目 諸費、事業目１ 税外過誤納等還付金では325万9,000円の追加で

ございます。令和５年度出産子育て応援交付金返還金外４件の事業確定に伴う国庫支出金の返還

金でございます。 

 ２項 徴税費では676万2,000円の減額でございますが、給与費や賦課徴収事務経費で職員の人件

費等に係る執行見込みによる整理となってございます。 

 66ページに参りまして、３項 戸籍住民基本台帳費では110万円の減額でございます。この費目

では、主に個人番号カード交付促進事業や戸籍住民事務経費などの執行見込みによる整理でござ

います。 

 67ページに参りまして、４項 選挙費では50万2,000円の減額、次に68ページになりますが、下

段の５項 統計調査費では87万1,000円の減額、69ページ下段の６項 監査委員費では７万7,000円

の減額でございますが、いずれも事務経費や人件費に係る執行整理でございます。 

 次に、71ページに参ります。３款 民生費、１項 社会福祉費では4,729万9,000円の追加でござ

います。この費目では、国民健康保険特別会計繰出金や障害福祉サービス費給付事業、社会福祉

施設の維持管理、老人支援などの各種事務事業に係る執行経費でございまして、81ページまでご

ざいます。主なところでは、１目 社会福祉総務費、事業目２ 社会福祉協議会運営助成事業で123万

7,000円の追加は、人件費の整理分や日常生活自立支援事業の追加によるものでございます。事業

目７ 国民健康保険特別会計繰出金では、繰出基準に基づく整理により215万3,000円を追加計上し
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てございます。 

 73ページに参りまして、２目 障がい者福祉費、事業目４ 障害福祉サービス事業で9,942万

2,000円の追加でございますが、今年度の報酬改定などに伴い計上するもので、本事業の財源とし

て国の障害福祉サービス給付費負担金を3,757万2,000円、北海道の障害福祉サービス給付費負担

金を2,503万3,000円充当してございます。 

 次に、74ページになりますが、３目 社会福祉施設費、事業目２ 集会施設等管理経費の福祉課

分で102万1,000円の追加でございますが、施設維持管理に係る修繕料などのほか、浦和民芸品共

同作業所に係るアスベスト含有検査業務委託料を計上してございます。75ページに参りまして、

事業目４ 社会福祉会館管理経費では236万円の追加で、施設老朽化により故障したトイレやスト

ーブの修繕料となってございます。 

 ２枚おめくりいただき、78ページに参ります。７目 老人支援費で下段の事業目４ 後期高齢者

医療経費では3,707万5,000円の減額は、今年度の負担金の確定による療養給付費負担金の減額と

繰出基準に基づく繰出金の整理となってございます。79ページに参りまして、事業目５ 日高中部

広域連合負担金では、広域連合の補正予算の整理に伴う構成町負担金で、288万4,000円の減額と

してございます。 

 80ページに参りまして、８目 老人福祉施設費、事業目２ 老人いこいの家運営事業の福祉課分

では38万2,000円の追加で、執行整理のほか、12節 委託料で令和７年度に予定しております施設

改修に伴うアスベスト含有検査委託料を計上してございます。 

 81ページに参りまして、２項 児童福祉費では399万4,000円の減額でございます。この費目は

85ページまでございますが、児童福祉事務経費や認定こども園等経費、児童福祉施設の維持管理

経費、人件費などの各種事務事業における執行整理でございます。１目 児童福祉総務費、事業目

２ 児童福祉事務経費の健康推進課分では100万9,000円の減額ですが、18節の２番目、保育所等性

被害防止対策設備等支援事業費補助金の７万5,000円の追加は、パーティションや簡易扉などの設

置により子どものプライバシー保護や性被害防止対策を講ずることを目的に経費の支援を行うも

ので、静内ベビーホームからの申請希望があったことから、計上するものでございます。事業内

容はパーティション設置で、事業費10万円に対して補助率は国２分の１、町４分の１で７万

5,000円を支給するもので、財源として国の保育所等性被害防止対策設備等支援事業費補助金５万

円を充当してございます。 

 82ページに参りまして、２目 児童措置費、事業目１ 認定こども園等経費では1,475万8,000円

の追加、事業目２ 私立保育所経費では2,225万8,000円の追加でございますが、利用児童数の増及

び公定価格単価の増加によるもので、それぞれ追加補正に合わせて財源を整理し、充当してござ

います。 

 83ページに参りまして、３目 児童福祉施設費、事業目２ 児童館運営事業では執行整理として

おりますが、企業版ふるさと応援寄附としてさくら佐藤建設から30万円、岩見田・設計から100万

円の寄附金をいただき、本事業に充当してございます。 

 85ページに参りまして、４目 児童デイサービスセンター費、事業目１ 児童養育相談センター

運営経費では3,134万4,000円の減額で、建設事業に係る12節委託料や14節工事請負費に係る執行

整理のほか、10節の需用費では施設内のカーテン購入経費や施設管理経費として87万3,000円を追

加してございます。 
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 86ページに参ります。４款 衛生費、１項 保健衛生費では9,614万1,000円の追加でございます。

この費目では、医療技術者等人材確保育成等事業や予防接種事業、環境衛生活動、保健活動など

の各種事務事業に係る執行整理でございまして、93ページまでございます。主なところでは、１

目 保健衛生総務費、事業目２ 医療技術者等人材確保・育成等事業では237万円の追加でございま

すが、修学資金貸付金返還支援金や修学資金貸付金の執行整理のほか、21節 補償、補填及び賠償

金では貸付金の返還免除規定に５名が該当したことから、免除に伴う補填金465万円を追加してご

ざいます。事業目４ 病院事業会計負担金では１億2,674万8,000円の追加でございますが、繰出基

準に基づく整理分2, 982万円を負担金で追加、資金不足に係る赤字補填分１億円を追加、婦人科医

療等に要する経費307万2,000円を減額し、補助金で9,692万8,000円を追加してございます。 

 次に、87ページに参りまして、２目 予防費、事業目１ 予防接種事業では2,867万1,000円の減

額でございまして、主な内容としましては当初新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種率を対

象者の５割と見込んでおりましたが、３割程度となったことによるものでございます。 

 ３目 環境衛生費、事業目１ 静内葬苑管理経費では233万3,000円の追加でございます。執行整

理のほか、次のページになりますが、12節 委託料の庭園整備業務委託料では職員の退職に伴い庭

園整備の委託内容を整理したことによるものでございます。89ページに参ります。事業目９ 水道

事業会計負担金では、繰出基準に基づく負担金の整理により1,671万9,000円を追加してございま

す。 

 90ページに参りまして、４目 保健活動施設費、事業目１ 保健福祉センター運営事業では670万

3,000円の追加でございまして、執行整理のほか、14節 工事請負費の総合ケアセンター大規模改

修工事の追加になりますが、外壁劣化工事については12月補正において繰越明許費を設定させて

いただいておりましたが、その後事業費の整理ができましたことから、大規模改修工事として併

せて実施している空調配管設備改修工事及びボイラー更新工事の執行整理をしまして、862万

5,000円を追加計上するものでございます。なお、今回の事業費整理に伴い繰越明許費につきまし

ても補正することとしてございます。 

 91ページに参りまして、５目 保健活動費、事業目１ 保健推進事業の健康推進課分では、執行

整理となりますが、本事業に保健活動資金としていただいた明治安田生命保険相互会社苫小牧支

店から50万9,600円、   静内から５万円の寄附金を充当してございます。 

 92ページに参りまして、下段になります。２項 清掃費では4,547万6,000円の減額でございます。

この費目は、一般廃棄物収集運搬経費や日高中部衛生施設組合負担金などの各種事務事業に係る

執行整理でございます。主なところでは、93ページの中段になります１目 清掃総務費の事業目５ 

 日高中部衛生施設組合負担金で4,035万2,000円の減額でございまして、組合における予算整理に

伴う構成町負担金の減額でございます。 

 94ページに参りまして、５款 労働費、１項 労働諸費では8,000円の減額でございまして、執行

整理による普通旅費などの減額でございます。 

 次に、95ページに参ります。６款 農林水産業費、１項 農業費では4,975万6,000円の減額でご

ざいます。この費目では、農業委員会運営経費や農業振興に係る各種事業、農業施設の維持管理、

畜産振興に係る各種事業、和牛センターの運営経費などの各種事務事業に係る執行整理でござい

まして、103ページまでございます。主なところでは、96ページに参りまして、３目 農業振興費、

事業目２ 農業後継者対策事業で874万5,000円の減額でございますが、執行整理のほか、10節 需
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用費の修繕料では新たに入居予定の新規就農住宅の温水ボイラー修繕などで137万3,000円を追加

してございます。なお、企業版ふるさと応援寄附としてホクレン農業協同組合からいただいた寄

附金100万円を本事業に充当してございます。97ページに参りまして、事業目６ 花き野菜生産体

制強化対策事業では1,919万8,000円の減額でございまして、利用見込み件数及び事業費の減によ

るものでございます。 

 98ページに参りまして、４目 農業施設費、事業目５ 農業実験センター運営事業の農政課分で

は108万7,000円の追加でございます。執行整理のほか、10節 需用費で集出荷量増に伴う消耗品や

育苗用地下水貯水タンク等の修繕料などに108万2,000円を追加計上してございます。99ページに

参りまして、事業目６ 静内ハウス団地運営事業の農政課分では404万6,000円の減額は執行整理の

ほか、17節 備品購入費では農業用機械としてカットドレーンを購入するもので、トラクターに装

着して使用することにより暗渠施工が可能となり、土壌改良による生産性の向上を図るものでご

ざいます。 

 ２枚おめくりいただきまして、102ページに参ります。７目 和牛センター運営費、事業目１ 和

牛センター運営事業の農政課分で430万円の減額でございますが、執行整理のほか、17節 備品購

入費では補正はございませんが、既存の繁殖素牛を更新するため、予算整理の中で肉用繁殖素牛

購入経費175万6,000円を追加してございます。 

 次に、103ページに参りまして、２項 林業費では1,800万7,000円の減額でございます。この費

目は106ページまでございますが、有害鳥獣駆除経費や森林環境整備推進事業、分収造林事業、幹

線林道改良事業などの各種事務事業に係る執行整理となってございます。 

 ２枚おめくりいただき、106ページに参ります。３項 水産業費では406万円の減額でございます。

この費目は108ページまでございますが、水産振興団体助成事業や水産振興事業経費、漁港利用適

正化推進指導事業などの各種事務事業に係る執行整理となってございます。 

 次に、109ページに参ります。７款、１項 商工費では7,117万7,000円の追加でございます。こ

の費目では、消費者行政推進経費や商工振興のための各種施設の維持管理、祭り実施事業、ふる

さと応援寄附事業、観光振興のための各種施設の維持管理などの各種事務事業に係る執行整理と

なってございまして、114ページまでございます。主なところでは、２項 商工振興費、事業目１ 商

工業振興支援事業では301万2,000円の追加でございまして、創業・事業承継支援事業の申込件数

増加に伴い支援金390万円を計上しようとするものでございまして、財源としてふるさと応援寄附

金を同額充当してございます。 

 ２枚おめくりいただきまして、４目 観光施設費、事業目６ みついし昆布温泉運営経費では

2,006万7,000円の追加でございますが、12節 委託料では指定管理者との基本協定及び年度協定に

基づき、施設全体の収支状況が一定基準を下回った場合に赤字の２分の１の範囲内で温泉施設

2,000万円、活性化センター施設200万円を上限に指定管理委託料を支払うこととしてございます

が、本年度にあっては上限を下回ったことから、2,020万円を追加計上してございます。14節 工

事請負費の１番目のみついし昆布温泉浴場改修工事では、令和５年度から繰越明許費予算にて大

規模改修事業として執行しておりますが、工事を進める中で事業量が増加し、繰越明許費内では

予算が不足することから、不足する分61万1,000円について追加計上しようとするものでございま

す。 

 ５目 観光推進費、事業目２ 新観光資源発掘事業では992万2,000円の減額で、113ページになり
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ますが、12節 委託料の２番目、地域おこし協力隊事業委託料で1,040万円の減額となりますが、

地域おこし協力隊を活用すべく観光協会と協議を進めてまいりましたが、協議が調わなかったこ

とにより皆減としてございます。また、日高山脈襟裳十勝国立公園の指定に伴い案内看板設置業

務委託料として13万2,000円、国道沿いに設置するタペストリーなどの観光ＰＲ用物品等作成業務

委託料として55万5,000円を追加計上してございます。事業目４ ふるさとの魅力向上・発信事業

では5,490万6,000円の追加でございますが、ふるさと応援寄附金の寄附見込額の増額に伴い関係

経費の整理を行っておりまして、財源としてふるさと応援寄附金を充当してございます。 

 115ページに参りまして、８款 土木費、１項 土木管理費では13万5,000円の追加でございます。

この費目では、土木事務経費や職員の人件費に係る執行整理でございます。 

 ２項 道路橋りょう費では１億1, 200万1, 000円の減額でございます。この費目では、道路や橋梁

の施設維持管理や除雪対策経費、道路新設改良のほか職員の人件費などに係る各種事務事業の執

行整理でございまして、122ページまでございます。主なところでは、116ページに参りまして、

２目 道路橋りょう維持費、事業目３ 除雪対策経費で294万7,000円の減額ですが、凍結防止剤等

の消耗品や町道除雪業務委託料を追加計上するほか、17節 備品購入費の除雪車の3,500万円の減

額は国の社会資本整備交付金の配分額が少額だったことから、今年度は執行しなかったことによ

るものでございます。 

 次に、３目 道路新設改良費、事業目１ 地方道路整備交付金事業では１億594万6,000円の減額

でございますが、国の社会資本整備交付金の大幅な減額などに伴う予算の整理をしてございます。

なお、本町本桐線改良舗装工事及び山手通線改良舗装工事につきましては、減額補正はしており

ますが、一部今年度に事業が完了しないことから、繰越明許費として設定し、次年度へ繰り越し

て執行しようとするものでございます。 

 117ページに参りまして、３項 河川費では102万7,000円の追加でございます。この費目では、

樋門・樋管管理経費や河川改修事業、排水機場の維持管理などのほか、職員の人件費に係る経費

の執行整理でございます。 

 119ページに参りまして、４項 都市計画費では１億4,889万7,000円の追加でございます。この

費目では、下水道事業特別会計への繰出金や公園管理経費などのほか、職員の人件費に係る経費

の執行整理でございます。主なところでは、１目 都市計画総務費、事業目２ 下水道事業会計負

担金で１億4,997万6,000円の追加でございますが、繰出基準に基づく整理で5,002万4,000円の減

額、資金不足に係る赤字補填分で２億円を追加してございます。 

 120ページに参りまして、５項 住宅費では4,632万4,000円の減額でございます。この費目では、

公営住宅管理経費や公営住宅改良建設事業などの各種事務事業に係る経費のほか、職員の人件費

に係る経費の執行整理でございます。 

 次に、123ページに参ります。９款、１項 消防費では2,940万6,000円の減額でございます。こ

の費目では、日高中部消防組合負担金や防災行政無線の維持管理、防災対策経費などの各種事務

事業に係る経費のほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でございます。 

 次に、124ページに参りまして、10款 教育費、１項 教育総務費では1,0 47万8,000円の減額でご

ざいます。この費目では、教育委員会運営経費や教育指導経費、スクールバス運行事業のほか、

職員の人件費に係る経費の執行整理でございまして、127ページまでございます。主なところでは、

125ページになりますが、下段の２目 事務局費、事業目８ スクールバス等車両運行管理経費では
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111万1,000円の追加でございまして、執行整理のほか、１枚おめくりいただきまして、13節 使用

料及び賃借料ではスクールバス修理期間中などにおけるバス借り上げ料として159万9,000円の追

加、17節 備品購入費の公用車は教育長出張時や学校医の健診送迎用として購入するもので、300万

円を追加計上してございます。 

 次に、127ページに参りまして、２項 小学校費では2, 498万4,000円の追加でございます。この

費目は、129ページまでございますが、小学校の管理経費や児童就学援助事業などのほか、職員の

人件費に係る執行整理でございます。主なところでは、128ページに参りまして、14節の工事請負

費の学校施設照明器具改修工事の追加は、国の補正予算を活用し、高静小学校の照明器具をＬＥ

Ｄ化するもので、財源として学校施設環境改善交付金を876万6,000円、学校施設改修事業債を

1,750万円充当してございます。起債の充当率は100％、交付税参入率は50％となってございます。

なお、この後の中学校費におきましても同交付金を活用した事業を計上しておりまして、本事業

は今年度中に事業が完了しないことから、全額繰越明許費を設定し、次年度に繰り越して執行し

ようとするものでございます。 

 129ページに参りまして、３項 中学校費では1,999万円の追加でございます。この費目は、中学

校の管理経費や生徒就学援助事業、教育振興経費などの各種事務事業に係る執行整理でございま

して、130ページまでございます。１目 学校管理費、事業目１ 中学校管理経費では1,945万9,000円

の追加でございます。執行整理のほか、130ページに参りまして、上段の14節 工事請負費の１番

目、学校施設照明器具改修工事は静内第三中学校のＬＥＤ化で、財源として学校施設環境改善交

付金を876万6,000円、学校施設改修事業債を1,750万円充当してございまして、全額繰越明許費を

設定し、執行するものでございます。 

 131ページに参りまして、４項 社会教育費では781万1,000円の減額でございます。この費目で

は135ページまでございますが、社会教育委員経費、家庭教育事業、総合町民センターや公民館の

管理経費、文化財保護や図書館の運営経費などのほか、職員の人件費に係る経費の執行整理をし

てございます。 

 次に、136ページに参ります。136ページは、５項 保健体育費では594万4,000円の追加でござい

ます。この費目では、スポーツ推進委員経費や体育団体活動助成事業、体育施設や乗馬施設の維

持管理経費などのほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でございまして、139ページまでござ

います。１目 保健体育総務費、事業目２ スポーツ教室開催事業では、事業執行に当たり子ども

のスポーツ振興資金として高槻商店より御寄附いただいた15万円を充当してございます。 

 137ページに参りまして、２目 体育施設費、事業目１ 体育館管理経費では653万4,000円の追加

でございまして、11節 役務費では三石スポーツセンターの屋外灯油タンクからの灯油漏れに伴う

処理手数料としまして682万円を追加してございます。138ページに参りまして、事業目２ 温水プ

ール管理経費では、10節 需用費で燃油等の高騰により81万4,000円を追加計上しております。な

お、静内温水プール維持管理資金としていただいた寄附金20万円を充当してございます。 

 139ページに参りまして、３目 乗馬施設費、事業目１ 乗馬施設管理経費の生涯学習課分では

298万8,000円の追加でございまして、執行整理のほか、企業版ふるさと応援寄附としてラフィア

ンターフマンクラブよりいただいた寄附金500万円を当初予算に計上しております乗用馬300万円

と17節 備品購入費に充当してございます。 

 140ページに参りまして、６項 学校給食費では95万6,000円の追加でございます。この費目では、
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給食センター管理経費や職員の人件費に係る執行整理をしてございます。 

 141ページに参りまして、11款 災害復旧費、１項 農林水産業施設災害復旧費では18万1,000円

の減額は執行整理によるものでございます。 

 ２項 土木施設災害復旧費では2,859万3,000円の減額でございますが、主なところでは１目 道

路災害復旧費、事業目１ 道路災害復旧事業で2,340万7,000円の減額でございまして、春別農屋線

道路災害復旧工法確定に伴う減額となってございます。なお、過年度災害復旧事業の国の内示額

の調整により道路災害復旧事業債2,210万円を追加し、充当してございます。 

 143ページに参ります。143ページ、12款、１項 公債費では15万2,000円の減額でございまして、

償還元金では利率変動に伴う影響による減額、償還利子では令和５年度発行債の利率確定による

減額、一時借入金利子では利率上昇見込みによる追加により整理してございます。 

 144ページになりますが、13款 諸支出金、１項 基金費では１億2,286万5,000円の追加でござい

ます。この費目では、各種基金への積立金を整理してございまして、主なところでは１目 基金費、

事業目１ 各種基金積立金の契約管財課分でございますが、財政調整基金積立金4,608万円の追加

は、日高自動車道整備に伴う町有地売払いや一般資金として寄附された歳入分を積み立てるもの

でございます。まちづくり基金積立金では、合わせて4,176万2,000円の追加となりますが、ふる

さと応援寄附金として3,920万8,000円のほか、令和７年度に図書館、博物館10周年記念事業に活

用予定のエア・ウォーター株式会社からいただいた250万円などを積み立ててございます。こども

基金積立金200万円の追加は次年度以降の子ども・子育て事業に活用するため積み立てるものでご

ざいまして、財源としてふるさと応援寄附金を同額充当してございます。また、そのほかは寄附

金などの積立てによる整理となってございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 なお、146ページ、147ページに給与費明細書を添付してございます。また、国民健康保険特別

会計の補正予算の事項別明細書の次にも同様に添付をしてございますが、後ほどお目通し願いま

す。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、一般12ページをお開きください。２ 歳入でございます。

１款 町税でございますが、こちらは14ページまでございます。現年課税分は課税評価額等の見込

みにより、滞納繰越分につきましては前年度以前の繰越調定額に収納率を乗じて見積もってござ

います。主なところでは、１項 町民税、１目 個人では、現年課税分において4,449万3,000円の

追加でございますが、これは当初予算におきまして定額減税の減収相当分を地方特例交付金の減

収補填措置により見込んで見積りしておりましたが、今回調定実績に基づいて追加計上するもの

でございます。 

 ２目 法人の現年課税分は3,222万6,000円の追加でございますが、建設設備業や電気業などの増

額による実績見込みに基づく追加となってございます。 

 15ページになりますが、２款 地方譲与税から17ページの８款 環境性能割交付金までは、いず

れも令和５年度の決算額に地方財政計画の伸び率を乗じ、本年度のこれまでの収入状況を勘案い

たしまして見積もったところでございます。 

 18ページに参ります。９款 国有提供施設等所在市町村助成交付金と10款 地方特例交付金につ

きましては、交付金額の確定によるものでございます。 

 11款 地方交付税ですが、普通交付税はその決定額を計上しておりまして、特別交付税は国に対
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して報告している特殊財政需要額や過去の交付実績を勘案し、見積もったところでございます。 

 19ページに参りまして、13款 分担金及び負担金から25ページの中段の14款 使用料及び手数料

につきましては、事務事業費等の確定や利用実績、あるいは利用見込みにより決算見込みを推計

しまして見積もってございます。各科目の内容につきましてはお目通し願います。 

 次に、25ページに参ります。15款 国庫支出金でございますが、30ページ上段までございまして、

それぞれの事務事業等の執行状況に基づき確定したものは確定額を、未確定なものについては交

付決定額や事業費の見込みにより積算をしてございまして、それぞれ補助率等を乗じて見積もっ

てございます。なお、26ページの２項 国庫補助金、１目 総務費国庫補助金、１節 総務管理費補

助金の５番目、社会資本整備総合交付金（防災・安全）では5,869万6,000円の皆減としておりま

すが、科目と補助金額を整理し、29ページになります８目 消防費国庫補助金、１節 消防費補助

金で6,200万円の追加として整理してございます。また、一部の国庫支出金につきましては歳出の

充当財源で御説明いたしましたが、それ以外の補正内容につきましてはお目通し願います。 

 30ページに参りまして、16款 道支出金では、35ページまでございますが、道支出金につきまし

ても国庫支出金と同様に精査を行い、見積もってございます。なお、33ページの２項 道補助金、

６目 教育費道補助金、１節 社会教育費補助金の地方スポーツ振興補助金で271万4,000円の皆減

としておりますが、北海道からの受託事業へと変更になったため、科目と金額を整理し、35ペー

ジの３項 委託金、６目 教育費委託金、１節 社会教育費委託金で180万1,000円の追加計上をして

おります。こちらにつきましても個々の費目の内容説明につきましてはお目通し願いまして、省

略させていただきます。 

 36ページに参ります。17款 財産収入でございますが、１項 財産運用収入では決算見込みを立

て見積もってございます。 

 37ページの２項 財産売払収入では、記載の項目ごとの実績と今後の見込みを整理し、見積もっ

てございます。主なものでは、１目、１節 不動産売払収入の土地売払収入4,176万1,000円の追加

は、日高自動車道用地として静内神森、静内旭町の町有地、合わせて4,659.74平米を売却したこ

とによるものでございます。 

 18款 寄附金では、39ページまでございますが、最終予算整理時点までに確定している分を見積

もってございます。 

 40ページに参りまして、19款 繰入金、１項 基金繰入金では1,421万4,000円の減額ですが、奨

学基金、まちづくり基金や日高代替線交通確保対策基金などの充当事業の執行状況により整理し

てございます。 

 ２項 特別会計繰入金の国民健康保険特別会計繰入金58万3,000円の追加は、保険給付費等交付

金を受けて実施する収納率向上対策と特定健診、歯科プログラムに係る事業で、一般会計が負担

している経費に充当しようとするものでございます。 

 41ページに参りまして、21款 諸収入では、46ページまでございますが、収入実績あるいは収入

見込みを立てまして見積もってございます。なお、個々の費目につきましては、お目通し願いま

す。 

 47ページに参りまして、22款 町債では、50ページまでございます。町債の主なところでは、歳

出で内容説明をしておりますが、49ページになりますが、７目 教育債の４節 小学校債及び５節 

 中学校債の学校施設改修事業債でそれぞれ1,750万円の追加となってございます。 
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 その他の町債につきましては、事業費等の確定したものは確定額を基礎に、未確定なものにつ

きましては、事業費の見込みにより積算をしてございまして、それぞれ充当率を乗じて見積もっ

てございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、繰越明許費などの補正について御説明いたしますので、一般６ページにお戻りください。

６ページになります。第２表は、繰越明許費補正( 追加) で３事業を追加しようとするものでござ

いまして、８款 土木費、２項 道路橋りょう費、事業名は地方道路整備交付金事業で、金額が

1, 899万1,000円、10款 教育費、２項 小学校費及び３項 中学校費で、事業名は学校施設照明器具

改修事業、金額がそれぞれ2,630万円となってございます。 

 次に、変更では１事業を変更しようとするもので、事業費の確定により執行済み分を除き繰越

しが必要となる事業費として４款 衛生費、１項 保健衛生費、事業名、総合ケアセンター大規模

改修事業（外壁劣化改修）では１億4,746万5,000円を6,446万円へ変更しようとするものでござい

ます。 

 繰越明許費補正の事業内容につきましては、歳出の内容説明において御説明いたしましたので、

省略させていただきます。 

 次に、７ページに参ります。｢第３表 地方債補正( 追加) ｣でございます。起債の目的及び限度

額でございますが、学校施設改修事業債で3,500万円を追加し、限度額の合計を20億9,480万円に

しようとするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法は表に記載のとおりでござい

ます。 

 ８ページに参りまして、次に｢第３表 地方債補正( 変更) ｣でございます。過疎地域持続的発展

特別事業のほか29項目の地方債について合わせて１億5,470万円を減額し、補正後の限度額を19億

4, 010万円にしようとするものでございます。 

 ９ページに参りまして、｢第３表 地方債補正( 廃止) ｣でございます。青柳通線改良舗装事業、

除雪車整備事業につきましては、国の交付金未配分及び配分が少額だったため事業実施を見送っ

たことにより廃止とするもので、上記の変更による限度額から2,200万円を減額し、最終的な補正

後の限度額は19億1,810万円となってございます。 

 以上で議案第４号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５号について御説明させていただきます。議案第５号は別冊となっており

ます。議案第５号は、令和６年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算( 第２号) でございま

す。 

 令和６年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算( 第２号) は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8,315万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億7,906万2,000円にしよう

とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、国保９ページをお開きください。

３ 歳出でございます。１款 総務費では、10ページにまたがり、一般事務経費や国民健康保険団

体連合会負担金、国民健康保険運営協議会経費などの各種事務経費に係る執行整理となってござ
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います。 

 次に、10ページに参りまして、２款 保険給付費では、11ページにまたがり、療養給付費や診療

報酬、審査経費など各種経費に係る財源内訳の整理や執行整理となってございます。 

 ３款 国民健康保険事業費納付金では、財源内訳のみの整理となってございます。 

 次に、12ページに参りまして、５款 保健事業費では保健衛生普及事業や特定健康診査等事業な

ど各種事務事業に係る執行経費でございます。 

 13ページに参りまして、６款 基金積立金では7,307万2,000円を追加しようとするもので、令和

６年度国民健康保険税の調定額の増により黒字が見込まれることから、余剰金を積み立てようと

するものでございます。 

 ７款 諸支出金では病院事業会計や一般会計への繰出金に係る執行整理でございますが、１目  

直営診療施設勘定繰出金は町立静内病院及び三石国保病院への療養環境改善事業や代替医確保支

援事業などに対する繰出金として1,465万4,000円を追加してございます。 

 14ページに参りまして、２目 一般会計繰出金では、一般会計の歳入でも御説明いたしましたが、

国民健康保険税の収納率向上対策及び特定健診事業に充てるため、一般会計へ繰り出す経費58万

3,000円を追加してございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、国保５ページにお戻りください。２ 歳入でございます。

１款 国民健康保険税でございますが、一般被保険者の１節から３節の現年課税分につきましては

4, 745万9,000円の追加でございますが、所得総額や限度額超過世帯の増加などにより追加となる

ものでございます。 

 ３款 道支出金では1,624万9,000円の追加でございますが、１節 普通交付金では主に令和５年

度交付金の差額による追加、２節 特別交付金では主に特別会計に繰り出しする国保直営診療施設

交付金の増に伴う追加となってございます。 

 次に、６ページに参りまして、５款 繰入金では保険税軽減分、保険者支援分などの繰出基準の

ルールに基づく整理をしてございます。 

 ６款 諸収入では、７ページにまたがってございますが、それぞれの費目ごとに実績あるいは決

算見込みを立て、見積もってございます。 

 ７ページになりますが、７款 繰越金では令和５年度の収支決算で生じた余剰金につきまして全

額計上したものでございます。 

 ８ページになりますが、８款 国庫支出金でございますが、１目 社会保障・税番号制度システ

ム整備等補助金では７万1,000円の追加計上で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う

周知、広報等の対応経費で、一般事務経費に充当してございます。 

 以上で議案第５号の説明を終わります。 

 次に、議案第６号の説明をいたしますので、ペーパーを御覧の方はピンク色の間紙の次のペー

ジをお開きください。議案第６号は、令和６年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算( 第

１号) でございます。 

 令和６年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算( 第１号) は、次に定めるところによ

る。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
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2,468万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億3,175万7,000円にしよう

とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、後期７ページをお開きください。

３ 歳出でございます。１款 総務費では、一般事務経費と徴収費に係る執行整理でございます。 

 ８ページに参りまして、２款 後期高齢者医療広域連合納付金では負担金額の確定などに伴う執

行整理となります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、５ページにお戻りください。２ 歳入でございます。１款 

 後期高齢者医療保険料では、当初予算において北海道後期高齢者医療広域連合より示された金額

を基に過去の収納率等を勘案して見積もっているところですが、特別徴収において減額となりま

したが、普通徴収では調定額が当初予算より伸びたことにより追加補正をしてございます。 

 ３款 繰入金では、繰出基準に基づく繰入金の整理をしてございます。 

 ６ページに参りまして、４款 繰越金では、令和５年度の収支決算で生じた余剰金につきまして

全額計上したものでございます。 

 以上で議案第６号の説明を終わります。 

 これで私からの説明は終わらせていただきます。議案第７号から議案第９号につきましては、

それぞれ担当課長、事務長より御説明いたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長( 福嶋尚人君)  暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

                                            

再開 午前１１時０１分 

〇議長( 福嶋尚人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案訂正 

〇議長( 福嶋尚人君)  佐藤総務課長から議案訂正の申出がありますので、これを許します。 

佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇総務課長( 佐藤礼二君)  お時間いただき、大変申し訳ございません。一般会計補正予算の御説

明をしたところでございますが、７ページになります。一般会計補正予算の７ページになります。

｢第３表 地方債補正( 追加) ｣で起債の目的の部分ですけれども、学校施設改修事業債と説明いた

しました。こちら学校施設改修事業ということで、この起債の目的の名称を事業と後半のほうも

統一しておりますので、この｢債｣を削除していただいて、起債の目的、学校施設改修事業に訂正

させていただきます。大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 

〇議長( 福嶋尚人君)  よろしいですか。 

〔｢はい｣と言う人あり〕 

                                            

    ◎議案第４号から議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決（続行） 
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〇議長( 福嶋尚人君)  では、引き続き提案理由の説明を求めます。 

 丸山上下水道課長。 

〔上下水道課長 丸山 薫君登壇〕 

〇上下水道課長( 丸山 薫君)  おはようございます。議案第７号及び第８号について御説明いた

します。 

 今回の補正予算につきましては、水道事業及び下水道事業会計において予算の執行整理が必要

なものとなってございます。 

 なお、それぞれの予算で実施計画、財務諸表等を添付しておりますが、こちらにつきましては

説明を省略いたしますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

 また、人件費につきましても併せて説明を省略させていただきます。 

 ｢議案第７号 令和６年度新ひだか町水道事業会計補正予算( 第３号) ｣でございます。 

 第１条は、総則でございまして、令和６年度新ひだか町水道事業会計の補正予算( 第３号) は、

次に定めるところによる。 

 第２条は、業務予定量の補正でございまして、令和６年度新ひだか町水道事業会計予算第２条

に定めた業務予定量を次のとおり補正する。 

 水道事業、( １) 給水戸数は50戸減の8, 790戸に、( ２) 年間給水量は２万8, 700立方メートル減の

160万9,6 00立方メートルに、( ３) １日平均給水量は80立方メートル減の4, 400立方メートルにする

ものでございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の補正となり、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款 水道事業収益は274万2,000円を減額し、４億7,686万7,000円に、第１項 営業収

益は721万7,000円を減額し、３億8,3 52万円とし、第２項 営業外収益は447万5,000円を増額し、

9,334万5,000円とし、第２款 簡易水道事業収益は2,650万円を減額し、１億1,210万9,000円に、

第１項 営業収益は95万5,000円を増額し、7, 154万8,000円とし、第２項 営業外収益は2,745万

5,000円を減額し、4,056万1,000円にするものでございまして、支出、第１款 水道事業費用は194万

8,000円を減額し、４億2,093万3,000円に、第１項 営業費用は102万2,000円を減額し、３億9,471万

4,000円とし、第２項 営業外費用は92万6,000円を減額し、2,606万9,000円とし、次のページをお

願いします。第２款 簡易水道事業費用は113万1,000円を増額し、１億4,036万5,000円に、第１項 

 営業費用は118万6,000円を増額し、１億3,286万7,000円とし、第２項 営業外費用は５万5,000円

を減額し、744万8,000円にするものでございます。 

 第４条は、資本的収入及び支出の補正となり、予算第４条本文括弧書きを改め、資本的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億82万

5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,007万5,000円、減債積立金2,000万

円、建設改良積立金2,000万円及び過年度分損益勘定留保資金１億2,075万円で補填するものとす

る。 

 収入、第１款 水道事業資本的収入は546万5,000円を減額し、３億2,304万4,000円に、第２項 負

担金は42万5,000円を減額し、272万5,000円とし、第３項 補助金は144万3,000円を減額し、1,541万

6,000円とし、第４項 補償金は359万7,000円を減額し、1, 590万3,000円とし、第２款 簡易水道事

業資本的収入は2,440万2,000円を減額し、２億2, 365万6,000円に、第１項 企業債は4,0 80万円を
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減額し、１億4,610万円とし、第２項 負担金は16万5,000円を減額し、203万5,000円とし、第３項 

 補助金は1,656万3,000円を増額し、7,552万1,000円とし、支出、第１款 水道事業資本的支出は

2, 024万1,000円を減額し、５億1, 380万2,000円に、第１項 建設改良費は2, 012万円を減額し、４

億771万6,000円とし、第２項 企業債償還金は12万1,000円を減額し、１億608万6,000円とし、第

２款 簡易水道事業資本的支出は3,911万8,000円を減額し、２億3, 372万3,000円に、第１項 建設

改良費は3,897万円を減額し、１億4, 708万9,000円とし、第２項 企業債償還金は14万8,000円を減

額し、8, 663万4,000円にするものでございます。 

 第５条は、企業債の補正でございまして、事業費等の確定のため予算第６条に定めた企業債を

次のとおり補正する。 

 簡易水道施設整備事業の限度額を4,080万円減額し、１億4,610万円にしようとするものでござ

いますが、利率につきましては変更はございません。 

 第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第

９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 ( １) 職員給与費で91万7,000円を増額し、7,284万4,000円にするものでございます。 

 第７条は、他会計補助金の補正でございまして、予算第10条に定めた一般会計または他の特別

会計からの補助金等の金額を１億1,387万2,000円から１億3,344万7,000円に補正するものでござ

います。 

 第８条は、利益剰余金処分の補正となりまして、予算第11条に定めた利益剰余金の処分額を次

のとおり補正するもので、令和６年度純利益が947万8,000円となる見込みであることから、関係

条例に基づき( １) 減債積立金は1,350万円を減額し、450万円に、( ２) 建設改良積立金は同じく

1,350万円を減額し、450万円に、( ３) 利益積立金は11万5,000円を減額し、47万8,000円にしよう

とするものでございます。 

 それでは、収益的収入及び支出明細書、支出から御説明いたしますので、水道５ページをお開

きください。１款 水道事業費用、１項 営業費用、水道６ページへ参りまして、２項 営業外費用

につきましては、それぞれ事業費の執行整理を行うものでございます。 

 ２款 簡易水道事業費用、１項 営業費用、１目 原水及び浄水費では漏水等修繕として152万

3,000円の追加等と併せ、241万4,000円の追加で、水道７ページに参り、２項 営業外費用につき

ましても執行整理を行うものでございます。 

 次に、収入を御説明いたしますので、水道４ページにお戻りください。１款 水道事業収益、１

項 営業収益、１目 給水収益は有収水量の見込みから774万1,000円の減、２項 営業外収益、３目 

 雑収益ではその他雑収益として浄水場スクラップ売払い代金等220万8,000円の追加を含め303万

4,000円の追加とし、２款 簡易水道事業収益では１項 営業収益及び２項 営業外収益、それぞれ

事業費の執行整理を行うものでございます。 

 続いて、水道９ページをお開きください。資本的収入及び支出明細書、支出から参ります。１

款 水道事業資本的支出、１項 建設改良費、１目 配水施設改良費では入札の執行整理等により

2,012万円の減、２款 簡易水道事業資本的支出、１項 建設改良費、１目 配水施設改良費は同じ

く入札の執行整理等により3,897万円の減となっており、その他の費目につきましても執行整理と

なってございます。 

 次に、収入となります。水道８ページを御覧ください。１款 水道事業資本的収入及び２款 簡
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易水道事業資本的収入、全ての費目につきまして支出における対象事業費の変動に伴い整理して

いるものでございます。 

 以上で議案第７号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第８号について御説明いたします。議案第８号は、令和６年度新ひだか町下

水道事業会計補正予算( 第３号) でございます。 

 第１条は、総則でございまして、令和６年度新ひだか町下水道事業会計の補正予算( 第３号) は、

次に定めるところによる。 

 第２条は、業務予定量の補正でございまして、令和６年度新ひだか町下水道事業会計予算第２

条に定めた業務予定量を次のとおり補正する。 

 公共下水道事業、 ( １) 排水戸数は30戸減の7,130戸に、( ２) 年間有収水量は１万3,600立方メー

トル減の128万1, 700立方メートルに、( ３) １日平均汚水量は30立方メートル減の3, 510立方メート

ルにするものでございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の補正となり、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款 公共下水道事業収益は１億1,305万3,000円を増額し、７億5,395万1,000円に、第

１項 営業収益は723万6,000円を減額し、３億3, 425万4,000円とし、第２項 営業外収益は１億

2,028万9,000円を増額し、４億1,969万7,000円とし、第２款 特定環境保全公共下水道事業収益は

9,996万5,000円を増額し、２億3,727万4,000円に、第２項 営業外収益は同じく9,996万5,000円を

増額し、１億9, 127万8,000円にするものでございまして、支出、第１款 公共下水道事業費用は

284万3,000円を減額し、８億161万4,000円に、第１項 営業費用は564万5,000円を増額し、７億

538万9,000円とし、第２項 営業外費用は848万8,000円を減額し、9,557万6,000円とし、第２款 特

定環境保全公共下水道事業費用は87万3,000円を減額し、２億4,743万5,000円に、第１項 営業費

用は76万2,000円を減額し、２億3,132万4,000円とし、第２項 営業外費用は11万1,000円を減額し、

1, 608万1,000円にするものでございます。 

 次のページをお願いします。第４条は、資本的収入及び支出の補正となり、予算第４条本文括

弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１億8,863万6,000円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。 

 収入、第１款 公共下水道事業資本的収入は3,565万2,000円を減額し、５億5,807万2,000円に、

第１項 企業債は1, 540万円を減額し、１億5,570万円とし、第２項 負担金は38万8,000円を増額し、

254万円とし、第３項 補助金は3,319万5,000円を減額し、３億3,296万7,000円とし、第４項 補償

金は1,255万5, 000円を増額し、6,686万5,000円とし、第２款 特定環境保全公共下水道事業資本的

収入は１億1, 841万8,000円を減額し、１億8,990万8,000円に、第１項 企業債は5,230万円を減額

し、3,980万円とし、第３項 補助金は6,611万8,000円を減額し、１億4,898万8,000円とし、支出、

第１款 公共下水道事業資本的支出は809万5,000円を減額し、６億9,950万円に、第１項 建設改良

費は805万5,000円を減額し、３億6, 288万4,000円とし、第２項 企業債償還金は４万円を減額し、

３億3,661万6, 000円とし、第２款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出は9,677万2,000円を減

額し、２億3, 711万6,000円に、第１項 建設改良費は9,677万円を減額し、8,030万1,000円とし、

第２項 企業債償還金は2,000円を減額し、１億5,681万5,000円にするものでございます。 

 第５条は、継続費の補正でございまして、継続費を次のとおり補正する。 
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 １款 資本的支出、１項 建設改良費の静内終末処理場耐震改築事業について、委託先である日

本下水道事業団と受注者との契約が11月になり、契約期間である令和６年度に事業を終えること

ができない状況から、総額に変更はございませんが、事業年度に令和７年度を加え、年割り額、

令和５年度は6,000万円を皆減し、ゼロ円に、令和６年度は１億3,960万円を減額し、3,240万円に、

令和７年度は１億9,960万円を皆増しようとするものでございます。 

 第６条は、企業債の補正でございまして、予算第７条に定めた企業債を次のとおり補正する。 

 公共下水道事業の限度額は1, 540万円を減し、１億5,570万円に、特定環境保全公共下水道事業

の限度額は5,230万円を減し、3,980万円にしようとするものでございますが、利率につきまして

は変更ございません。 

 第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第

９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 ( １) 職員給与費で85万2,000円を増額し、3,423万8,000円にするものでございます。 

 第８条は、他会計補助金の補正でございまして、予算第10条に定めた一般会計または他の特別

会計からの補助金等の金額を３億9,098万7,000円から３億5, 223万4,000円に補正するものでござ

います。 

 それでは、収益的収入及び支出明細書、支出から御説明いたしますので、下水道５ページをお

開きください。１款 公共下水道事業費用、１項 営業費用、２目 処理場費では修繕料128万4,000円

及び動力費293万5,000円を含み631万5,000円の追加、下水道６ページへ行きまして、２項 営業外

費用、３目 雑支出では特定収入仮払い消費税で1,069万7,000円の減となっており、２款 特定環

境保全公共下水道事業費用、１項 営業費用、下水道７ページへ参りまして、２項 営業外費用に

つきましては事業費の執行整理を行うものとなってございます。 

 次に、収入を御説明いたしますので、下水道４ページにお戻りください。１款 公共下水道事業

収益、１項 営業収益、１目 下水道使用料は有収水量の見込みから706万6,000円の減、２項 営業

外収益、３目 他会計補助金は赤字補填１億円を含め１億14万6,000円の追加、２款 特定環境保全

公共下水道事業収益、２項 営業外収益、３目 他会計補助金は同じく赤字補填１億円を含め

9,996万5,000円の追加であり、下水道事業会計合計で赤字補填額２億円を含んだ予算計上となっ

てございます。 

 続いて、下水道９ページをお開きください。資本的収入及び支出明細書、支出となります。１

款 公共下水道事業資本的支出、１項 建設改良費、１目 排水施設改良費では入札の執行整理等に

より805万5,000円の減、２款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出、１項 建設改良費、１目 排

水施設改良費は工事請負費において補助金の配分による事業の見直しと入札の執行残のほか、そ

の他の費目につきましても整理をし、9,677万円の減となってございます。 

 最後に、収入を御説明いたしますので、下水道８ページにお戻りください。１款 公共下水道事

業資本的収入及び２款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入、こちらにつきましても全て支出

における対象事業費の変動に伴い整理をしているものとなってございます。 

 以上で議案第８号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長( 福嶋尚人君)  渡辺町立病院事務長。 

〔新ひだか町立病院事務長 渡辺智之君登壇〕 

〇新ひだか町立病院事務長( 渡辺智之君)  ただいま上程されました議案第９号につきまして御説
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明いたします。 

 今回の補正予算の概要でございますが、年度内に執行した各項目の執行整理並びに今回補正し

なければ病院事業の執行に支障を来す経費の追加を行うものでございます。 

 なお、説明に当たりましては、給与費につきましては省略させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の説明に参ります。｢議案第９号 令和６年度新ひだか町病院事業会計補正予算

( 第４号) ｣でございます。 

 第１条は、総則でございまして、令和６年度新ひだか町病院事業会計の補正予算( 第４号) は、

次に定めるところによる。 

 第２条は、業務の予定量の補正でございまして、令和６年度新ひだか町病院事業会計予算、以

下｢予算｣といいます。第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

 ( ２) 年間取扱延患者数の入院を75人減し、１万8,340人に、外来は337人を追加し、５万2,578人

にしようとするものです。 

 ( ３) １日平均患者数は入院を0.3人減し、50.2人に、外来は14.8人を追加し、229.8 人にしよう

とするものです。 

 第３条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入の第１款 病院事業収益は7,900万9,000円を追加し、17億4,390万4,000円に、第１項 静内

医業収益は3,778万7,000円を減し、９億1,481万2,000円に、第２項 静内医業外収益は6,127万

8,000円を追加し、４億889万円に、第３項 静内特別利益は156万6,000円を減し、143万4,000円に、

第４項 三石医業収益は1,028万4,000円を減し、２億648万1,000円に、第５項 三石医業外収益は

6,515万8,000円を追加し、２億907万7,000円に、第７項 三石介護給付費収益は221万円を皆増し、

221万円にしようとするものです。 

 次のページに参りまして、支出の第１款 病院事業費用は1,920万7,000円を減し、19億6,055万

4,000円に、第１項 静内医業費用は1,599万円を減し、13億7,765万5,000円に、第２項 静内医業

外費用は57万8,000円を追加し、6,327万5,000円に、第４項 静内特別損失は44万1,000円を減し、

33万円に、第５項 三石医業費用は335万4,000円を減し、４億9,192万8,000円にしようとするもの

です。 

 第４条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第４条に定めた資本的収入及び資

本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

5,830万8,000円は当年度分消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金1, 031万円で

補填し、なお不足する額4,799万8,000円は一時借入金で措置するものとする。 

 収入の第１款 資本的収入は490万円を減し、２億2,529万1,000円に、第１項 静内補助金は

1,150万円を追加し、１億1,260万円に、第２項 静内企業債は1, 620万円を減し、8,700万円に、第

４項 三石企業債は20万円を減し、1,060万円にしようとするものです。 

 支出の第１款 資本的支出は180万4,000円を減し、２億8,359万9,000円に、第１項 静内建設改

良費は157万5,000円を減し、１億163万1,000円に、第３項 三石建設改良費は22万9,000円を減し、

1, 178万7,000円にしようとするものです。 

 次のページに参りまして、第５条は企業債の補正でございまして、予算第５条に定めた起債の
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限度額を次のとおり補正するもので、限度額を1, 640万円減し、9,760万円にしようとするもので

す。なお、起債の目的及び利率の取扱いに変更はございません。 

 第６条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算

第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 ( １) 職員給与費を2,560万2,000円減し、10億9, 890万5,000円にしようとするものです。 

 第７条は、他会計からの補助金の補正でございまして、予算第９条中、｢５億6,708万円｣を｢７

億848万2,000円｣に改めるものです。 

 第８条は、たな卸資産購入限度額の補正でございまして、予算第10条中、｢１億6,098万5,000円｣

を｢２億2,338万2,000円｣に改めるものです。 

 それでは、収益的収入及び支出明細書において補正内容を御説明いたしますので、病院６ペー

ジをお開き願います。支出から御説明いたします。表の中段でございますけれども、１款 病院事

業費用、１項 静内医業費用、２目 材料費は720万円の追加でございまして、診療実績や執行見込

みにより薬品費を追加するものでございます。 

 ３目 経費は743万8,000円の減でございまして、実績及び執行見込みにより各項目の整理を行お

うとするもので、主なものといたしましては在宅酸素機器の使用実績により使用料及び賃借料

221万8,000円の減、委託料291万8,000円の減は、７ページになりますが、食数の減による給食委

託料393万4,000円の減、また検査件数の増により臨床検査委託料223万9,000円の追加、医師等派

遣業務委託料は一時検査技師が不在となり、超音波画像検査において委託業務としたことなどに

より315万9,000円の追加、医療機器等保守点検委託料は保守内容等の見直しなどにより493万

6,000円の減としております。 

 ８ページに参りまして、５項 三石医業費用、２目 材料費は702万4,000円の追加でございまし

て、診療実績や執行見込みによる薬品費690万円の追加、医療消耗備品12万4,000円の追加は令和

６年５月より訪問看護を開始したことにより吸引器を購入した経費でございます。 

 ３目 経費は30万8,000円の減で、実績及び執行見込みにより各項目の整理を行おうとするもの

で、主なものといたしましては修繕費94万1,000円の追加は入院患者様が入院に使用するストレッ

チャー用入浴機器の昇降機に不具合が生じたため、医療機器修繕として80万円の追加、委託料

246万5,000円の減は静内病院同様、食数の減による給食委託料154万6,000円の減などが主な理由

でございます。 

 以上で収益的支出の説明を終わります。 

 次に、収入を御説明いたしますので、恐れ入りますが、病院４ページにお戻り願います。１款 病

院事業収益、１項 静内医業収益は3,778万7,000円の減でございまして、１目 入院収益並びに２

目 外来収益は実績に基づく執行整理を行い、それぞれ減額としております。 

 ３目 その他医業収益は、新型コロナウイルス感染症が５類へ移行したことなどにより新型コロ

ナウイルスワクチン収入の減などそれぞれ実績に基づき整理を行い、351万7,000円の減としてお

ります。 

 ２項 静内医業外収益、２目 他会計補助金は、繰出基準、繰出基準外などを合わせ6,214万

8,000円を追加し、５目 道補助金は医療機関食材料費支援金として18万5,000円の皆増、４項 三

石医業収益は1,028万4,000円の減でございまして、１目 入院収益は実績に基づく整理を行い、

1,000万9,000円の減、２目 外来収益は訪問診療や新たに開始した訪問看護など実績に基づく整理
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を行い、780万4,000円の追加、５ページに参りますが、３目 その他医業収益は静内病院同様に新

型コロナウイルスワクチン接種の減などそれぞれ実績に基づく整理を行い、807万9,000円の減で

ございます。 

 ５項 三石医業外収益、２目 他会計補助金は繰出基準、繰出基準外などを合わせ6,775万4,000円

を追加し、５目 道補助金は静内病院と同様の理由により７万円を皆増しております。 

 ７目 三石介護給付費収益は221万円の皆増でございますが、本年度より訪問看護を開始したこ

とによる介護請求分として予算計上しております。 

 以上で収益的収入の説明を終わります。 

 続きまして、資本的収入及び支出の補正内容を御説明いたしますので、病院10ページをお開き

願います。下段の支出より御説明いたします。１款 資本的支出は180万4,000円の減でございまし

て、１項 静内建設改良費、３項 三石建設改良費とも事業が確定しましたので、執行整理を行う

ものです。 

 次に、上段の収入でございますが、１款 資本的収入は490万円の減で、事業の確定に伴い各項

目の執行整理を行うものです。 

 以上で資本的収入及び支出の説明を終わります。 

 なお、病院１ページから３ページは予算実施計画、病院11ページ以降は財務諸表等でございま

すが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略いたします。 

 以上で議案第９号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長( 福嶋尚人君)  暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩 午前１１時３８分 

                                            

再開 午後 １時００分 

〇議長( 福嶋尚人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。初めに、｢議案第４号 令和６年度新ひだか町一般会計補正予算( 第

８号) ｣の質疑を行います。 

 先に歳出51ページから145ページまで一括質疑願います。 

 11番、川合君。 

〇11番( 川合 清君)  一括といったら質問するなみたいなものだけれども、私のほうは限度いっ

ぱいぐらい聞きたいと思っています。 

 １つは63ページ、ここの負担金、補助及び交付金で1,644万円の減額補正があるのですが、これ

は国から来た財源で給付するということなのですけれども、これは通知したけれども、うまく伝

わらないまんまの人、あるいは辞退する方、それぞれ様々だと思うのですけれども、そういう人

の分が要するに使えないから、これは国に返還するというのにつながってくる、そういうお金な

のかどうか確かめさせてください。 

 それから、２点目は、毎年不思議に思っているのですが、73ページ、障がい者福祉サービス費

給付事業、扶助費で9,924万8,000円計上されるのですが、これは何で３月補正で約１億円を組ま

なければならないのかというのが今までずっと理解できなかったのですが、今回お聞きして、ど

ういうシステムになっているのか教えてください。 

 ３点目も同じ趣旨なのですが、82ページの認定こども園、それから私立保育所経費1,400万円と
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か2,300万円とか、そういう委託料関係が出てくるのですが、３月になってこれだけ多額の補正を

しなければならないという理由を教えてください。 

 これ以上聞いたら分からなくなるから、最後、106ページの林業費、106ページの委託料なので

すが、下刈り業務、準備地ごしらえ、除間伐、新植、野そ、この委託料が1,572万円減額になるの

ですが、多分執行残だと思うのですが、これほど多額に減額されたのは何か理由があるのですか。 

 以上。 

〇議長( 福嶋尚人君)  村岡福祉課長。 

〇福祉課長( 村岡幸栄君)  それでは、１点目の低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業の

ことについてでございますけれども、こちらのほうにつきましては内容的には新たな非課税10万

円、新たな均等割のみ課税が10万円、子ども加算が５万円、それから定額減税に係る調整給付、

この４つの給付金の内容になっております。当初見込んだときにはこれまでの実績、人数を算出

しまして、少し余裕を持った形で予算計上させていただいておりました。実際皆さん給付する時

期に再確認させていただきまして、全ての方にもちろん給付したということにはなってはいない

のですけれども、おおよそ97％程度の方に、対象者に支給をしたところでございます。また、国

のほうに返還が必要なのかということにつきましては、給付金、国のほうから財源いただいてお

りますので、多くいただいている部分につきましては返還するということになります。 

〇議長( 福嶋尚人君)  及川健康推進課長。 

〇健康推進課長( 及川啓明君)  私のほうからは73ページ、障がいサービス給付費事業の扶助費の

金額が３月で大きく補正になるという部分の御質問ですけれども、障がいサービス、年々伸びて

おりまして、今年度も令和５年度ベースでいくと7,000万円ぐらいまた実績ベースで伸びていると

いうのが一つございます。また、ここの部分はなかなか見込みが難しいという部分でありますの

で、アベレージというか、平均で当初予算見させていただく場合が多うございます。ただ、義務

費ですので、しっかり給付、かかった分はお支払いしなければいけないという部分がございます

ので、ここ３月にしっかり３月分まで支払える金額を補正計上させていただいているという部分

でございます。 

 次に、82ページの認定こども園経費ですとか私立保育園経費ですけれども、これ壇上でも総務

課長御説明させていただいたとおり、児童数、子どもの数と公定価格で計算がされます。今年度

児童数、子どもの数も増えたという部分と公定価格も物価高騰等で上昇しておりますので、この

ような金額になっています。これ１人増えると100万円単位で増える、そういう給付になっており

ますので、差異がそんなになくてもこのぐらい差額が出てくるというところが性質としてござい

ます。 

 以上でございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  新川水産林務課長。 

〇水産林務課長( 新川兼一君)  私のほうからは、一般106ページに記載しております分収造林事業

の委託料の減額の理由ということで御説明させていただきますけれども、この委託料に関しまし

ては森林整備センターのほうから全額事業の配分をいただきまして、執行しているものでござい

ますが、その整備センターのほうから事業料の減額に基づいて事業調整をしたものが今回減額と

なっているものもあります。ただし、その中で下刈り業務に関しましては、新植地の下刈りをす

るに当たって下刈りする草の繁茂状況で令和６年度は２回から１回に変更になったということが
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この金額が大きくなった理由となっておりまして、そのほかの大きなものとしましては準備地ご

しらえの部分が植栽の不適地、いわゆる除地と言われている場所の面積を確定したことによって

その分を行っていないという部分での事業費の減額、事業料の減額で、それに基づいて事業費が

減っていると。それ以外に関しましては、先ほど御説明したとおり、整備センターからの予算配

分に基づいて事業を調整した結果、減額としたものでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)   11番、川合君。 

〇11番( 川合 清君)  お答えいただいたのですが、定額減税に関わってですけれども、同じよう

な国の交付金事業でこれと同じようなケースのとき、前課長から２回、３回にわたってこちらか

らあなた対象になっているはずですよという通知をするのだという答弁いただいたことあると思

っているのですが、今回もそれをやってもまだ連絡つかない、これ以上はどうもならないという

ところを減額すると、こういうことになるわけですね。改めて教えてください。 

 それと、認定こども園と障がい者給付費なのですが、確かに１人児童が、幼児が増えると100万

円ぐらいかかるというのは分かっているのですけれども、それにしても多くて、あと残り１か月

という時点で2,000万円とか9,900万円とかというふうな形になるのは何とも、当初予算の段階で

そういう財源を確保するということができなかったのかというのが不思議なのです。新年度予算

を編成するときに何かそういう配慮がされるのかどうかということについて再度お答えいただき

たい。 

〇議長( 福嶋尚人君)  村岡福祉課長。 

〇福祉課長( 村岡幸栄君)  給付金の関係でございますけれども、まず皆さんにお知らせする手段

としましては、町のほうで口座情報を保有している方につきましてはこちらのほうから世帯のほ

うに直接通知を出しまして、申請をもらわないような形で振込をするような流れのものと、それ

から口座情報を保有しない方につきましては一度御案内を差し上げて、それから口座情報をいた

だいて、振込するという基本的に大きく２つの流れがあります。それから、周知の回数といいま

すか、周知の方法なのですけれども、当初事業開始するときに広報ですとかホームページでお知

らせをしまして、当然各対象の世帯には通知を送ります。申請期限の１か月ほど前にさらにもう

一度広報やホームページで周知をします。その後にそれでも申請がない方につきましては、個別

に再度通知をして、勧奨をしているというところでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  上田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長( 上田賢朗君)  そのほかの障がい者サービス扶助ですとか認定こども園の補正額

の関係ですけれども、基本的に予算の考え方だったのですけれども、当初予算というのは過去の

実績に基づいて一定程度見込みを立てて当初予算を計上するという方法、また最大限を見て、１

年間分これだけあれば足りるだろうというふうな見る方法、いろんな考え方あると思うのです。

こういったものについては、障がい者のやつは特に10億円を超えるような予算規模になりますの

で、過去の実績に基づいたものを基本的には当初予算で見るというふうな考え方でやっておりま

す。その後に介護報酬の改定ですとか、認定こども園であれば公定価格の変動ですとか、そうい

ったもので年度当初ってかなり増減する部分がございます。対象人数もかなり動きますので、一

旦は12月の決算見込みのときにどの程度足りるのか足りないのかというのを出した上で、本来で

あれば補正する部分があろうかと思います。ただ、その後実質的には半年分の実績に基づいた補

正になってしまいますので、残りの部分がどの程度増減あるのかというのがまだ分からないもの
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ですから、３月補正で整理をさせていただいているというふうな考えで、今回こういった額の補

正となってございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  15番、北道君。 

〇15番( 北道健一君)  99ページの畜産業費、補正前で1,450万円の予算を持っていたのですが、

100ページの負担金、補助金及び交付の( ２) 和牛振興事業、この中の18にあります黒毛和牛生産基

盤確保支援事業補助金911万円が△になっているわけですが、この事業に一切取り組まなかったの

か、それとも取り組んだけれども、希望がなかったのか、なぜこのようになったのかお聞きした

いと思います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  及川農政課長。 

〇農政課長( 及川敦司君)  御質問の和牛振興事業の中にあります黒毛和牛生産基盤確保支援事業

補助金の関係でございますけれども、この事業は黒毛和牛の繁殖素牛となり得る牛に対しまして

ゲノム育種価の検査に対して助成するものでございます。それで、当初1,000万円の事業で約

1,000頭の繁殖ゲノム検査をする予定でございましたけれども、実質はその10％程度にとどまって

しまったということで、今回900万円程度の減額補正という状況になっております。それで、我々

としてはこの事業を当初予算に計上するに当たっては、全ての事業もそうなのですけれども、両

農業協同組合と新事業に対しましていろいろ協議をして、予算計上してきているという状況にあ

ります。それで、この事業につきましては過去の貸付牛事業に代替する事業でありまして、新た

な事業のスタートということでいろいろ協議してきたわけなのですが、結果なかなか農業者の方

がこの検査を行うというところまではちょっと至らなくて、このような結果になってしまったと。

その原因としては、やはり我々としても途中進捗状況を確認するだとか、あとこの新事業に対し

てしっかりと農業協同組合、農業者に趣旨説明、目的をはっきり伝えて、そういう普及活動が足

りなかったかなというところはちょっと反省しているところでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  10番、木内君。 

〇10番( 木内達夫君)  それでは、私のほうから３点質問させていただきたいと思います。 

 86ページの( ４) 病院事業会計負担金、18の負担金、補助及び交付金で病院事業会計補助金

9,692万8,000円と増額補正でございまして、これ予算説明の佐藤課長の説明では赤字補填分１億

円ということで説明を受けております。病院会計の、病院の補正見ますと静内病院が3,000万円、

それから三石国保病院7,000万円と私理解しているのですが、その確認をさせていただきたいの

と、令和５年度の３月、去年の３月の補正のときと比べてこの１億円というのが減ったのか増え

たのかということも併せてお伺いしたいと思います。 

 それから次に、112ページ、( ６) みついし昆布温泉運営事業の中の12、委託料、指定管理委託料

等、この説明の中で、蔵三さんですか、みついし昆布温泉｢蔵三｣さんの収支不足分２分の１の分

と活性化センター、これ200万円だったですね。これ合わせたものだと。2,020万円と説明を受け

ました。申し訳ないのですが、この契約内容がどうなっていて、収支不足の２分の１を委託料と

して出しますよと、こうなっているのか、その辺の確認をしたいのと、それからこの関係でいい

ますと、なぜ増額になってくるのかということになるのですが、その原因についてお伺いしたい

と思います。 

 それから、３点目は119ページ、( ２) 下水道事業負担金、18、負担金、補助及び交付金、これの

下水道事業会計補助金２億円と。これも赤字補填ということで、これは下水道事業会計の補正で
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見ますと公共下水道が１億円、特定環境保全下水道が１億円と私は理解しているのですが、それ

でよろしいのかということと、これも昨年の令和５年度の補正で幾らだったかちょっと私記憶し

ていないのですが、令和６年度になって２億円なのですが、これが増えているのか減っているの

かということを教えていただきたいと。 

 この３点、お願いしたいと思います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  渡辺町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長( 渡辺智之君)  それでは、私のほうから１点目の御質問について御回

答したいと思います。 

 病院事業会計の純粋な赤字補填分１億円でございますけれども、木内議員の御質問にあったと

おり、静内病院に3,000万円、三石国保病院に7,000万円繰入れをしたところでございます。 

 次に、もう一点目でございますけれども、令和５年度との増減でございますけれども、令和５

年度も同じく１億円ということで増減ありません。 

 以上でございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  丸山上下水道課長。 

〇上下水道課長( 丸山 薫君)  下水道事業会計の赤字補填なのですけれども、下水道事業会計の

ほうで少しちょっと御説明させていただきましたけれども、木内議員おっしゃるとおり、公共に

ついて１億円、特環についても１億円ということで、今年度２億円赤字補填をいただいています。

それで、令和５年度につきましても全く同額、１億円ずつ、合計２億円いただいているところで

ございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  森まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長( 森 勝利君)  みついし昆布温泉運営経費の指定管理委託料に関する御質

問でございますけれども、まず契約内容というところですけれども、こちら令和３年度から令和

７年度までの５か年の契約になってございますけれども、簡潔に申し上げますと今温浴施設、あ

と活性化センター、それと宿泊施設、こちらの３施設を一体で管理していただいているのですけ

れども、そちらの３施設全体の営業利益、こちらが取り決めた基準額を下回った場合に温浴施設、

活性化センターについて収支不足額の２分の１を指定管理料としてお支払いする。その際に温浴

施設については上限額を2,000万円、活性化センターについては上限額を200万円と設定している

ところでございます。今年度についてでございますけれども、先般温浴施設の物価高騰による支

援というところで議決をいただいて、支援をしているところでございますけれども、そちらの支

援額を差し引いた収支状況を勘案させていただいた中で上限額、２施設合わせますと2,200万円の

ところを今回217万8,000円というところで決定したということでございます。 

 あと、原因でございますけれども、コロナ禍も経まして、温浴施設の利用者も回復傾向にはあ

るかと思うのですけれども、一方で物価高騰、人件費の高騰等もいろいろなものが高くなってい

るような状況もございますし、そんな中で例えば入浴料ですとか、そういったところには手をつ

けないできているというようなこともございますので、そういったことが原因と捉えているとこ

ろでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  10番、木内君。 

〇10番( 木内達夫君)  それで、病院の事業会計と下水道事業会計、これ答弁では昨年と同額です

よね。同額。全く増減がないということが私不思議なのですが、それはそうだというのであれば
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そうなのですけれども、これ決算で、病院で１億円、下水道で２億円ですよね。これを赤字補填

で補助金を出すと。決算で赤字ということになりませんか。ならないということでよろしいので

すね。そういう決算見込みを立てて今回補正していますから、そういうことはならないのだと理

解していいのかどうかというのが１点目です。 

 それから、今の温泉の関係ですけれども、確認です。これ課長の説明ですと温浴と宿泊と活性

化センターの３つの施設を合わせた営業収支で不足になったときということなのですが、あくま

でも宿泊施設は入っていないという理解でよろしいのですね。その確認だけさせてください。宿

泊分は入っていないですよね、今回の補助金は。そういう理解でよろしいのですね。宿泊は関係

ないですよね。その確認をさせてください。 

〇議長( 福嶋尚人君)  渡辺町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長( 渡辺智之君)  御質問の件でございますけれども、病院事業会計、こ

の令和６年度予算で今１億円を上げさせていただいているのですけれども、この１億円の繰入れ

があったとしても残念ながら赤字の決算になろうかと考えております。従前、これまでも御説明

をしてきたかなと思っているのですが、病院については資金不足比率20％を上回らないようにと

いうところで町の財政サイドと協議をしながら進めてまいったというところでございまして、こ

の１億円が令和６年度入ったとしても見込みとしては一応4.5％の資金不足比率であるというと

ころを設定して、今行っているところでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  丸山上下水道課長。 

〇上下水道課長( 丸山 薫君)  下水道事業会計におきましても同じような考え方になるのですけ

れども、赤字見込額全てをこの３月補正でいただいているというものではございませんで、今回

の補正予算につきましては２億円いただきましても6,300万円の赤字見込みとなってございます。

それで、うちのほうの会計としては赤字の見込みの分も全て３月の補正予算でいただいて、決算

時にはちょんちょんというか、プラス・マイナス・ゼロぐらいにはいきたいと思うのですけれど

も、そこにつきましては町の財政状況もございますので、相談しながらいただいているというよ

うな形になってございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  森まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長( 森 勝利君)  蔵三の関係でございますけれども、あくまでも温浴施設と

活性化センターの収支不足の穴埋めという考え方でございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  10番、木内君。 

〇10番( 木内達夫君)  病院事業会計、それから下水道事業会計、結局は赤字分全額を補助するわ

けでないということですから、累積債務が増えていくということになると思うのです。病院の累

積債務、かなりなっているのです。その中幾らそしたら年度末でどの程度の累積債務になる見込

みなのか、それ確認したいのと、下水道の関係6,000万円不足するということで、令和６年度から

不足するのか、あるいは令和５年度も令和４年度もずっと不足になってきて、累積が積み上がっ

てくるということになると、将来的にずっと同じこと繰り返すわけですから、これ何とか解消し

なければいけないのでないかなって私は思うのですけれども、その辺を、担当課ではちょっと無

理だと思うので…… 

〇議長( 福嶋尚人君)  補正予算だけについて質問してください。 

〇10番( 木内達夫君)  それで、今回6,000万円不足していますから、これの解消方法、財政担当で
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答弁いただきたいと思います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  佐藤総務課長。 

〇総務課長( 佐藤礼二君)  財政担当のほうでということでございました。正直赤字分入れるのが

一番よいことです。一番いいのは、会計の中で収支を合わせるということが一番理想であるのか

なと思います。ただ、そうしますと下水道会計でいいますと使用料が３倍とか４倍とかとしてい

かないとなかなかできない。病院のほうは報酬単価は決まっていますので、そういう部分ではな

かなか増収も難しいというところで、今こういう状況にあります。一般会計としましても、先ほ

ど言ったように、ある程度見直しをしなければならないのかなと思いますけれども、一般会計の

ほうも非常に厳しい状況にございますので、そういうところは今後病院事業会計、下水道会計と

協議しながら、どういう形に持っていくのかというところは今後協議させていただきたいと思い

ますけれども、今時点ではなかなか100％埋めるまでの補助金をちょっと出すのは難しいという状

況にございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  丸山上下水道課長。 

〇上下水道課長( 丸山 薫君)  令和４年度から特別会計から企業会計に移行しております。その

ときのスタートから約３億400万円ぐらい赤字を引き継いでスタートしていまして、令和４年度に

つきましては２億円より多い２億5,000万円をいただいております。それで、令和５年度までの不

足分ということで２億8,400万円ございまして、今年度6,300万円、今の計画どおりいくとなると

３億4,700万円が令和６年度末で不足、町からいただく分でいただいていないということで赤字に

なる分ということで見込んでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  渡辺町立病院事務長。 

〇新ひだか町立病院事務長( 渡辺智之君)  病院の累積でございますけれども、今正確な数字はち

ょっと資料がないので、   ですけれども、10億円程度になろうかと思います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  16番、志田君。 

〇16番( 志田 力君)  ちょっと細かいところで申し訳ないのですけれども、確認させていただき

たいのですけれども、１点目が75ページの町民保養施設管理経費のところで、入浴券の券売機の

借り上げ料がマイナス、それと先ほどの木内さんのところの112ページのところの昆布温泉のとこ

ろでも入浴券の券売機の借り上げ料が減額になっているのですけれども、この理由というのを教

えていただきたいのと、それからもう一点は80ページの、これも細かいことで申し訳ないのです

が、老人いこいの家の運営事業で12節 委託料、アスベスト含有量検査ってあるのですけれども、

老人いこいの家は合併後に、何年後だったかな、ちょっと記憶定かでないのですけれども、建て

替えしたと思っているのです。それで、その時点ではアスベストは使ってはいけないことになっ

ているので、私の認識でこの老人いこいの家にアスベストが使われているという認識はないので

すが、ちょっとここの部分、私の認識が間違っているかもしれないですけれども、確認をさせて

いただきたい。 

〇議長( 福嶋尚人君)  森まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長( 森 勝利君)  静内温泉と蔵三、券売機の件なのですけれども、こちら当

初７月からの納入を予定していたのですけれども、ちょっと１か月ずれ込んでしまいまして、そ

の分の差額ということになってございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  村岡福祉課長。 
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〇福祉課長( 村岡幸栄君)  老人いこいの家の関係でございますけれども、今の老人いこいの家の

施設につきましては平成10年に建設をしたところでございます。それで、今後説明させていただ

きますけれども、来年度改修を予定しておりまして、改修ですとか解体する場合にはアスベスト

調査をやりなさいということが法律で決まっておりますので、実施するものでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ６番、城地君。 

〇６番( 城地民義君)  １点質問させていただきます。 

 教育委員会の関係ですけれども、ページ数にしますと138ページのその他の体育館施設の管理経

費の関係ですけれども、ちょっと私も当初の予算分からないで、その点の確認と今の補正の関係

で再確認したいのですが、実はスケートリンクの業務委託料で、この委託料の中７万円という補

正減なのですが、スケートリンクの整備業務委託の件で聞きたいのですが、当初予算、先ほど言

ったように、トータルで3,000万円ですけれども、多分スケートリンクは何百万円だと思うのです

が、そのうち、ただ内容的に今期は私の記憶では稼働はそんなにしていないのでないかというこ

とと、していないとすれば減額されるのが普通ではないかということ、それで１つ目は実働日数

どれぐらいになって運営していたのかと。そして、多分契約では、スケートリンクですから、２

月末かそこらで終わるのでないかと思うのですが、その辺りの内容、当初の計画と今年のような

暖冬の場合の実日数で減額しなかった理由、その点だけです。これで見れば全額払うということ

になるのでしょうけれども。 

 以上です。 

〇議長( 福嶋尚人君)  小瀧主幹。 

〇生涯学習課主幹( 小瀧健二君)  スケートリンクの日数の件ですね。 

〔｢はい｣と言う人あり〕 

〇生涯学習課主幹( 小瀧健二君)  お答えします。 

 スケートリンクにつきましては、今年は雪の不足と暖かさにより、スケートリンク自体はオー

プンはしましたが、学校の教室やうちのスケート教室で利用はしたのですが、その後の暖気によ

り造成ができない状態でした。しかし、毎日作業の中で造成はずっと続けていきましたので、委

託に関しては通常どおり委託業務で管理していただきました。稼働日数につきましては、８日間

開設しています。うち３日間が半日で閉じております。 

 以上です。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ６番、城地君。 

〇６番( 城地民義君)  実働日数は分かりました。それで、当初の委託する時点の、多分先ほど私

言ったように、分かりませんけれども、２月末ぐらいが本来の委託契約の期間ではないかなと思

うのですが、いつからいつまでの期間で、契約金額が幾らになっていて、そして今いろいろとせ

いぜいやっても８日間ぐらいだということなのですが、その辺り、もしそうだとすれば的確な判

断で変更して、早めに、今年のようなしばれない状況ですから、リンクとしては使えないわけで

すから、変更してやるべきでないかなと思うのですが、金額的なものも併せて答弁願います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  小瀧主幹。 

〇生涯学習課主幹( 小瀧健二君)  スケートリンクにつきましては、例年12月から造成を始めて、

２月20日ぐらいまでを営業期間としています。通年ですと正月明けから始まり、先ほど言った２

月20日ぐらいまで、約50日間を営業期間として見ていくわけですが、このたびの暖気によって途
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中でクローズにはなりましたが、後半しばれも入って、再び開設できるのではないかという見込

みもあり、今回は２月24日まで営業しました。金額につきましては448万円ほどとなっております、

委託料は。フルに稼働したわけではないのですけれども、管理は続けておりましたので、そのま

までいこうと思っております。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ３番、建部君。 

〇３番( 建部和代君)  109ページの商工業の振興支援事業、これまちづくり推進課のほうだと思う

のですけれども、負担金の関係で創業と事業承継支援金ということで390万円残っているのですけ

れども、今年は何件継承事業の支援金を出したのかという部分とどのような業者だったかという

こと分かればちょっと教えてください。 

〇議長( 福嶋尚人君)  森まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長( 森 勝利君)  創業・事業承継支援金の関係でございますけれども、ちょ

っと手元にあるのが令和７年の１月末の実績でございますけれども、新規創業が16件、そのうち

空き店舗等の改修を伴うものが２件、事業承継が３件承ってございます。新規創業の事業内容で

ございますけれども、様々あるのですけれども、例えば理容、美容系のものであったりとか、あ

と飲食が多い印象を持っております。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  では次に、６ページの｢第２表 繰越明許費補正( 追加) ｣から９ページの｢第

３表 地方債補正( 廃止) ｣及び歳入12ページから50ページまでを一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第４号の質疑を終わります。 

 次に、｢議案第５号 令和６年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算( 第２号) ｣の質疑を

行います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第５号…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  聞こえませんので、手挙げるとき言ってください。 

 11番、川合君。 

〇11番( 川合 清君)  新ひだか町国民健康保険の補正予算で聞きたいのですが、13ページ、基金

積立金に7,307万2,000円と、これを積み立てるということなのですが、単純に国民健康保険会計

が黒字になったから、その分を積み立てていくと、こういうことなのですか。 

〇議長( 福嶋尚人君)  村岡福祉課長。 

〇福祉課長( 村岡幸栄君)  国民健康保険税の関係については、今年度の単年度収支が黒字になる

見込みでございます。それで、いろいろな要因はあるのですけれども、内容的には令和５年の繰

越金が1,300万円程度、それから令和５年の普通交付金の差額収入相当分ということで350万円ほ

ど、それから令和６年の単年度収支見込額として5,600万円ほどの内訳となってございます。この

金額につきましては、黒字になった部分を全額積み立てたいということではございますけれども、

今後国民健康保険税の賦課額、被保険者の所得の状況ですとか被保険者数の数字によりまして大

きく変わることが予想されますので、それらによりまして当該年度の収支不足が生じる見込みに
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なった場合の財源として使用したいというものと、今後１人当たり医療費の増加などによりまし

て保険税率を上げなければならない状況になった場合の引下げ財源ということで活用していきた

いと考えてございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  11番、川合君。 

〇11番( 川合 清君)  お答えいただいたのですけれども、北海道に対する納付金、北海道にと言

ったらおかしいけれども、納付金が５億4,700万円、これを、その分を被保険者から国民健康保険

税としていただくと。それで、いただいた分から納付金を払って、7,000万円残ると。額がちょっ

と大き過ぎないかという心配と、確かに医療費の増加というのも、突然流行されたら間に合わな

くなるというのがあるのですけれども、これだけ積立金を増やすということは、国民健康保険税

を引き下げる方策を考えるべきかなと思うのですけれども、先ほどの課長の答弁ではまだ不安定

だという答弁かと思うのですけれども、再度…… 

〇議長( 福嶋尚人君)  川合君、質疑してください。 

〇11番( 川合 清君)  はい。 

〇議長( 福嶋尚人君)   意見を述べないでください。 

〇11番( 川合 清君)  再度お答えいただきたいのですが。 

〇議長( 福嶋尚人君)  村岡福祉課長。 

〇福祉課長( 村岡幸栄君)  今議員おっしゃいましたように、保険税の税率を引き下げて、保険税

額を下げるということも一つではあると認識しております。しかし、先ほど私のほうでお話しし

た積立金の使用使途について、そのようにしていったほうがいいのではないかということで、そ

のようにしていきたいというものでございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第５号の質疑を終わります。 

 次に、｢議案第６号 令和６年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算( 第１号) ｣の質疑

を行います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第６号の質疑を終わります。 

 次に、｢議案第７号 令和６年度新ひだか町水道事業会計補正予算( 第３号) ｣の質疑を行います。 

収益的収入支出、資本的収入支出、第２条及び第５条から第８条までについて一括質疑願います。 

 15番、北道君。 

〇15番( 北道健一君)  それでは、水道会計で第３条の関係で、第１款の水道事業収益は４億

7,600万円ありますし、費用の第１款 水道事業費用は４億2,000万円ということで5,000万円のプ

ラスになっているわけなのですが、ここの第２款の簡易水道事業収益は１億1,200万円で、次のペ

ージの第２款の簡易水道事業費用は１億4,000万円で赤字となっています。その中で第２款、簡易

水道の第２項 営業外収益が当初6,800万円から4,000万円に減額になっています。この2,745万

5,000円についてはどういう関係でこうなったか、原因を教えていただきたいと思います。 

〇議長( 福嶋尚人君)  丸山上下水道課長。 

〇上下水道課長( 丸山 薫君)  簡易水道の負担金につきましては、繰出基準に基づく収入となっ

てございまして、毎年国のほうから通知に基づき企業債等の返還等に関わる金額やその他の事業
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について見直しされることから、今回このようなふうに計上させてございます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第７号の質疑を終わります。 

 次に、｢議案第８号 令和６年度新ひだか町下水道事業会計補正予算( 第３号) ｣の質疑を行いま

す。収益的収入支出、資本的収入支出、第２条及び第５条から第７条までについて一括質疑願い

ます。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第８号の質疑を終わります。 

 次に、｢議案第９号 令和６年度新ひだか町病院事業会計補正予算( 第４号) ｣の質疑を行います。

収益的収入支出、資本的収入支出、第２条及び第５条から第８条までについて一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で議案第９号の質疑を終わります。 

 議案第４号から議案第９号までに対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第４号 令和６年度新ひだか町一般会計補正予算( 第８号) ｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第５号 令和６年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算( 第２号) ｣を採決い

たします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第６号 令和６年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算( 第１号) ｣を採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第７号 令和６年度新ひだか町水道事業会計補正予算( 第３号) ｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第８号 令和６年度新ひだか町下水道事業会計補正予算( 第３号) ｣を採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第９号 令和６年度新ひだか町病院事業会計補正予算( 第４号) ｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午後 １時５２分 

                                            

再開 午後 ２時０１分 

〇議長( 福嶋尚人君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第１０号から議案第１５号の上程、説明、委員会付託 

〇議長( 福嶋尚人君)  日程第８、｢議案第10号 令和７年度新ひだか町一般会計予算｣から｢議案第

15号 令和７年度新ひだか町病院事業会計予算｣までの６件を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案第10号から議案第15号までの６件について

は、会議規則第39条第２項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

よって、議案第10号から議案第15号までは、提案理由の説明を省略することに決定いたしまし

た。 

お諮りいたします。議案第10号から議案第15号までの６件については、議長を除く全議員で構

成する｢予算審査特別委員会｣を設置して、これに付託し、審査することにいたしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号から議案第15号までの６件については、議長を除く全議員で構成する｢予算

審査特別委員会｣を設置して、これに付託し、審査をすることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には２番、池田君、副委員

長には15番、北道君が就任することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長( 福嶋尚人君)  異議なしと認めます。 

 よって、予算審査特別委員会の委員長は２番、池田君、副委員長は15番、北道君に決定いたし

ました。 

                                            

        ◎令和７年度町政執行方針・教育行政執行方針 
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〇議長( 福嶋尚人君)  日程第９、令和７年度町政執行方針を行います。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長( 大野克之君)  １．はじめに 

 令和７年第２回新ひだか町議会定例会の開会にあたり、新年度の町政執行について、私の所信

の一端を申し上げます。 

 私が町長に就任してから早いもので２期目の最終年度を迎えようとしており、与えられた任期

も残り１年少々となりました。 

 ２期目に入ってからの３年間は、今まで以上に情勢の変化が激しく、予期せぬ事案も数多く発

生しましたが、関係する方々との対話を通じて実情の把握に努め、今できること、町の将来に繋

げることを念頭に各種施策に取り組んでまいりました。 

 世の中は今、長らく続いたコロナ禍をようやく脱し、地域活動や経済活動も活発になってきた

ところですが、その一方でエネルギー価格をはじめとした物価の高騰は、日々の生活や地域経済

に悪影響を及ぼす事象となっており、また、人口減少、少子高齢化、担い手不足、インフラの老

朽化など、従来からの諸課題も、引き続き町政運営上の大きな課題になっていくものと思われま

す。 

 このような情勢の中、令和７年度に入るわけでありますが、基本的にはこれまで同様、関係す

る方々と一緒に考え、知恵を出し合いながら、各種課題の解決に取り組んでいきたいと考えてい

ますし、時代に即した新たな技術や仕組みなども効果的に取り入れながら、｢将来に希望の持てる

まちづくり｣のために、全力で取り組んでまいります。 

 ２．町政に臨む基本姿勢 

 まず、町政に臨む基本姿勢であります。 

 急激な人口減少や少子高齢化の進行は、地域経済、町民生活、医療・福祉、まちづくりなどの

各分野に大きな影響を及ぼし、地域全体の活力低下を招くことが懸念されます。こうした状況下

において町の活力を維持・発展させていくためには、様々な面で町を支え、その核となって動い

てくれる｢人｣を確保・育成していくことが必要不可欠であると考えることから、２期目では、特

に｢人づくり｣に重点をおいて取り組んでまいりました。 

 ｢人づくり｣のような取組はすぐに成果が出せるものではありませんが、このような取組が次の

世代の礎となっていくと考えていますので、教育委員会をはじめ関係機関とも連携しながら、継

続して取り組んでまいります。 

 令和７年度における具体的な施策展開については、新年度予算編成の中でもお示ししますが、

特に、町の将来を担う｢こども｣に視点を置いたこども・子育て支援策を深化・拡充させるほか、

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築、ゼロカーボン実

現への取組、デジタル技術を活用した行政サービスの向上など、地域住民の生活に直結する取組

に重きを置いて取り組んでいきたいと考えています。 

 ３．基本政策 

 今申し上げた基本姿勢に基づき、町民の皆様から託された町政運営を、８つの基本政策を柱と

して進めていく所存であり、これらに係る考え方や方向性などについてこれから申し述べます。 

 ( １)  開かれた町政の実現 
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 まず１点目は、｢開かれた町政の実現｣であります。 

 町民の皆様が町政に関心を持ち、まちづくりに積極的に参加していただけるよう、広報活動に

おいては、町広報紙や公式ホームページ、ＳＮＳを活用し、町の魅力や行政情報の効果的な発信

に取り組むとともに、広聴活動では、引き続き、町民の皆様とのコミュニケーションを大切にし、

対話の機会づくりに努めてまいります。 

 窓口改革の推進として、令和６年度にデジタル技術を活用した窓口環境を整備し、役場窓口で

の手続きを簡素化した｢書かないワンストップ窓口｣や、マイナンバーカード、ＬＩＮＥを活用し

たサービスを開始していますが、令和７年度は更に内容の拡充と業務の効率化に取り組み、より

スムーズで利便性の高いサービスを提供してまいります。 

 財政運営については、｢新財政計画｣を予算編成の指針として、効率的で効果的な財政運営に努

めていますが、昨今の資材価格やエネルギー価格、労務単価等の急激な高騰の影響による歳出増

大に、町税や交付税などの歳入が追い付いていない状況が続いており、今後も厳しい財政状況が

予測されることから、将来世代に大きな負担を残さない健全な財政状況にしていくために、積極

的な財源確保や事業評価等による施策の見直しに努めてまいります。 

 ( ２)  基幹産業の強化と新分野の産業創出 

 ２点目は、｢基幹産業の強化と新分野の産業創出｣であります。 

 基幹産業である１次産業を取り巻く環境は、生産資材の高止まりや気候変動の影響による産物

の品質・生産量の低下など、非常に厳しい状況にありますが、事業者が将来にわたり夢や希望を

持ち、安定した経営が続けられるよう取り組んでまいります。 

 農業振興では、新規就農者をはじめとする次代を担う農業者の育成・確保に向け就農前後の支

援を継続するとともに、新たな作物栽培にチャレンジする農業者への支援を行ってまいります。 

 さらに、将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の実行に向け、農地中間管理機構( 農地バン

ク) と連携し、担い手への農地利用集積を促進させ、農地の適切な利用を推進してまいります。 

 農業生産では、主要農産物である｢みついし牛｣｢太陽の瞳｣｢みついし花だより｣を中心に、今後

も責任産地として、市場価値と地域ブランド力のさらなる向上に取り組んでまいります。 

 農業農村整備では、上豊畑地区の飲用水・営農用水施設整備事業に着手するほか、農作物の安

定生産のため、暗渠や客土を中心とした基盤整備に向け取り組んでまいります。 

 林業・林産業では、適正かつ計画的な森林整備を進め、林業従事者の育成・確保やデジタル機

器の導入による業務の効率化、地元産材の利用促進などに取り組んでまいります。 

 水産業では、赤潮被害対策として資源回復を図るため、各種栽培漁業の継続やタコの産卵礁設

置などの漁場整備に取り組むほか、漁業経営安定化対策として、製氷冷蔵施設の整備への支援に

引き続き取り組んでまいります。 

 また、近年の海洋環境の変化に対応するため、関係機関と連携しながら効果的な対策の調査・

研究に取り組んでまいります。 

 新規産業創出では、静内農業高校、産業団体及び事業者との連携により開発された｢静農ブラン

ド｣商品のＰＲ活動を継続するとともに、規格外農産物等を活用した献立作りなど、生徒の独創性

を活かした新たな視点での特産品開発に取り組んでまいります。 

 ( ３)  防災対策の強化 

 ３点目は、｢防災対策の強化｣であります。 
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 近年、地震や豪雨等の自然災害が甚大化、頻発化していますが、自然災害を未然に防ぐことは

困難であり、被害を最小限に抑えるためには、減災対策のほか、日頃からの災害への備えや、防

災力、防災意識の向上が非常に大切となります。 

 大規模災害時は、まずは自らの身を守る｢自助｣と、地域で協力しあう｢共助｣が重要であること

から、行政が地域の防災訓練や防災講話等の出張講座に積極的に関わり、町民一人ひとりの防災

意識の向上を図りながら、自主防災組織設立による地域の防災力強化を引き続き推進してまいり

ます。 

 また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い想定される津波対策として、国の交付金を活

用し、三石鳧舞の旧三石温泉跡地に津波緊急避難施設を整備するため、令和７年度は旧施設の解

体に着手いたします。 

 さらに、持続的な減災対策として、町管理河川においては、洪水被害の恐れがある箇所の埋塞

土除去などを進め、北海道が管理する静内川などの二級河川及び海岸については、安全安心な環

境が維持されるよう要望活動を精力的に行い、災害から生命と財産、暮らしを守ることができる

よう取り組んでまいります。 

 ( ４)  子どもたちの健全育成 

 ４点目は、｢子どもたちの健全育成｣であります。 

 新年度の教育執行方針は、別途教育長から申し上げますが、｢新ひだか町教育大綱｣に掲げる基

本目標｢町の将来を支える心豊かな人づくり｣を目指し、｢教育行政執行方針｣のもと、新たな時代

に対応した施策に取り組んでまいります。 

 学校教育においては、小中学校間に留まらず、高等学校を含む様々な教育機関、関係団体、地

域住民と積極的な連携のもと、変化の激しい未来社会に活きる力を身につけ、豊かな心、健やか

な体の育成に取り組んでまいります。 

 学校給食においては、食の大切さや地場産品への興味関心を育む食育の推進に努め、子どもた

ちに栄養バランスのとれた給食を安定的に提供してまいります。 

 また、静内農業高校への給食提供を開始し、生徒の健全な心身の発達を促すとともに、高校の

魅力向上と持続的発展に努めてまいります。 

 生涯学習においては、将来のまちづくりを担う子どもたちが他の世代の町民とともに、心豊か

に学び続けることができるよう、文化・スポーツ体験や多世代交流学習などの多様な教育事業の

充実に努めてまいります。 

 ( ５)  生きがいの持てる地域づくり 

 ５点目は、｢生きがいの持てる地域づくり｣であります。 

 本格的な人口減少社会に加え、社会的孤立や生活困窮など地域住民が抱える生活課題は複雑化

しており、分野毎の支援体制だけでは解決が難しい状況となっています。このため、令和７年度

から重層的支援体制整備事業を開始し、高齢、障がい、こども、生活困窮など、各分野における

既存の相談支援等の仕組みを活かしつつ、関係機関と連携を図りながら包括的な支援の構築に取

り組むとともに、新たに生活困窮者等のための地域づくり事業を実施し、身近な地域で助け合う

地域共助の取組を推進してまいります。 

 高齢者福祉分野では、医療・介護の連携を推進することで、相談支援体制の強化を図り、可能

な限り住み慣れた地域で、安心して暮らすことのできる地域づくりを推進してまいります。 
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 障がい者福祉分野では、静内こうせい町に新築した｢児童養育相談センター｣の運営を開始し、

安全安心な環境での療育と地域子育ての拠点として、より利用者ニーズに合わせた支援に取り組

んでまいります。 

 健康分野では、各種検診の勧奨や相談体制の充実、早期発見と重症化予防への取組を推進し、

予防接種事業では、帯状疱疹ワクチンを定期予防接種として実施するほか、各種予防接種に関す

る情報発信の強化と接種しやすい体制づくりに取り組んでまいります。 

 こども・子育て支援分野では、様々な要因により学校や家庭に居場所がない児童に、安心して

過ごせる場所を提供するため、既存施設を改修して児童育成支援拠点を２か所設置し、学習サポ

ートや保護者への相談支援など、関係機関と連携して包括的に支援していくとともに、不登校や

ひきももりの児童に対し必要な支援を途切れさせることなく継続的に行うため、スクールソーシ

ャルワーカーの配置など、支援体制を強化してまいります。 

 また、三石地区における子どもたちの放課後の居場所づくりとして三石小学校内に児童館を整

備し、併せて共働き世帯のニーズに合わせた放課後児童クラブの運営を開始するほか、町内全域

において、小学生の放課後活動を支援するため、児童館から少年団等の活動場所まで児童を送り

届ける事業を試行的に実施いたします。 

 医療分野では、心筋梗塞等の循環器疾患の早期発見・早期治療に繋げることを目的に、住民検

診の受診者に対し町立静内病院のＣＴ検査費用の助成券を交付するほか、令和９年４月の開業に

向けて三石診療所の整備を進め、｢新ひだか町公立病院経営強化プラン｣に基づく取組を着実に進

めてまいります。 

 これらの医療・介護・福祉サービスを持続的に提供していくため、現行の医療技術者等修学資

金貸付制度を刷新し、町だけでなく事業者と協働で人材確保に取り組む支援制度を創設いたしま

す。 

 地域内公共交通の再構築に向けた取組では、デマンド交通の実証実験を継続するとともに、町

内全域への拡大の検討や既存バスの運行見直し、地域公共交通のマスタープランとなる交通計画

の策定に取り組んでまいります。 

 ( ６)  環境を活かしたまちづくり 

 ６点目は、｢環境を活かしたまちづくり｣であります。 

 海・山・川に囲まれた豊かな自然環境と美しい景観を守り、次の世代へと引き継いでいくこと

は、私たちに課せられた大きな役割であると考えています。そのため、環境の保全に努めるとと

もに、森林資源を活用した木と触れ合える心地よい環境づくりを推進してまいります。 

 空家対策では、人口減少や住宅・建物の老朽化に伴う空家の増加に対処するため、｢新ひだか町

空家等対策計画｣に基づき、所有者自身による適正な管理を促進するとともに、新たな空家の発生

を抑制する意識醸成に努めてまいります。 

 また、空家バンク制度を活用した移住・定住支援や空家の有効活用、まちなか居住支援を引き

続き推進してまいります。 

 地球温暖化対策では、公共施設への太陽光発電設備や電気自動車の導入、照明設備のＬＥＤ化

を推進するほか、行政・家庭・事業者が一体となった地域全体での取組を進めるため、普及啓発

イベントや学習講座を開催し、ゼロカーボンシティの実現を目指してまいります。 

 また、気候変動に伴う気温上昇による熱中症対策にも取り組み、公共施設等を誰でも利用・休
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息できる暑熱避難施設( クーリングシェルター) に指定し、健康被害の防止を図ります。 

 不法投棄対策では、監視カメラ等を活用した監視体制の強化を図るとともに、環境保全に対す

る意識の向上に向けた啓発活動に取り組んでまいります。 

 ( ７)  町の将来を担う人材づくり 

 ７点目は、｢町の将来を担う人材づくり｣であります。 

 様々な分野で担い手不足が生じる厳しい状況を迎えていますが、町の将来を担う子どもたちが、

この場所でしか生まれない記憶や体験を通して、｢将来もこのまちに住み続けたい｣｢離れても関わ

り続けたい｣と思えるよう、長期的な支援を持って｢人づくり｣のための様々な施策を推進してまい

ります。 

 少子化の進行により、今後、町内高等学校の間口減が想定されており、静内農業高校にあって

は学校の存続自体が危惧される状況にあります。高校の存続は、地域産業・経済にとって非常に

重要であり、町内の２つの高校の取組を後押ししてまいります。 

 公民館、図書館、博物館においては、町民の学びが豊かなものになるよう各種講座や郷土教育、

読書活動の推進などの施策に取り組むとともに、図書館・博物館開館10周年記念事業として、オ

リジナル絵本の制作や国立科学博物館の巡回展など、各種イベントを実施してまいります。 

 また、ライディングヒルズ静内を活用し、全ての小中学校が馬との体験的な学習を通して地域

の文化や歴史を学び、ふるさとへの愛着と誇りを育む｢ふるさと教育｣の取組を推進してまいりま

す。 

 ( ８)  町との関わりを持つ関係人口の拡大 

 ８点目は、｢町との関わりを持つ関係人口の拡大｣であります。 

 人口減少下において、さらなる関係人口の拡大を図るため、地域との繋がりを意識した活動や

情報発信を強化し、町の魅力を広く知っていただく取組を推進してまいります。 

 深刻さを増す労働力不足は喫緊の課題であり、町内事業者への雇用の橋渡しをより重視しなが

ら、移住体験から段階的に定住人口に繋げるこれまでの取組を強化してまいります。 

 また、日高山脈襟裳十勝国立公園の指定により増加が見込まれる交流人口対策として、関係機

関等と連携しながら、体験滞在型観光の構築や受け入れ体制の充実・強化を図ってまいります。 

 さらに、ふるさと納税を通じて、町のファンとなっていただけるよう、選ばれる返礼品の開発

と充実に取り組んでまいります。 

 先住民族であるアイヌの人々の施策については、令和７年度に開設する｢アイヌ文化交流センタ

ー｣を拠点として、｢新ひだか町アイヌ施策アクションプラン｣に基づき、文化伝承、人材育成、交

流人口の拡大に努めてまいります。 

 ４．むすび 

 以上、令和７年度の町政執行にあたっての基本的な考え方について述べさせていただきました。 

 様々な課題にしっかりと向き合いながら、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、町

民の皆様、議員の皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  次に、令和７年度教育行政執行方針を行います。 

 教育長。 

〔教育長 久保田達也君登壇〕 

〇教育長( 久保田達也君)   １ はじめに 
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 令和７年第２回議会定例会の開会に当たり、新ひだか町教育委員会の執行に関する主要な方針

を申し上げます。 

 我が国の少子高齢化は数々の深刻な課題を誘発させており、特に地方においては、社会経済を

維持するうえで、極めて憂慮すべき｢人材がいない｣事態を引き起こしています。また、世界にお

いて発生している紛争や環境問題など国際情勢の不安定化により物価高騰などが国内経済に多大

な影響を与えており、かつて経験したことがない不透明な時代となっています。 

 一方、生成ＡＩを始めとする情報化や先端技術の普及、グローバル化の波は、急速に私たちの

日常生活に押し寄せ、これまでの知識や常識では対応が困難なものとなっています。 

 このように先が見通せない社会においても、主体的に学び夢や希望を持ち多様な人々と協働し

ながら幸福な社会の担い手として成長できるよう、新しい時代にあった技術の活用と伝統、文化

の継承を図りながら、全世代一人一人の個性や能力を育む生涯学習社会の実現に向け教育行政を

推進してまいります。 

 次に令和７年度において重点的に取り組む施策について申し上げます。 

 ２ 学校教育の充実について 

 ( １) 未来に活きる力の育成 

 ①学力向上の推進 

 児童生徒が確かな学力と未来社会を生きていく上で必要な資質・能力を確実に身に付けるため、

学校、家庭、地域、行政が一体となった取組を推進するとともに、引続き中学校区を単位とする｢学

力向上推進ブロック｣の取組を充実させ、小中学校が連携して学力の向上を目指します。 

 その第一として、学力向上には、教員が専門性と実践的指導力を高め、｢主体的・対話的で深い

学び｣を実現することが重要であるため、授業改善を重点とした小中合同研修会、研修講座等への

積極的な参加を促し、教員の資質・能力の向上に努めます。 

 第二として、引き続き全国学力・学習状況調査及び標準学力検査( ＣＲＴ) を実施し、児童生徒

の学力・学習状況の把握と分析を進めるとともに、子ども一人一人の学びの評価を的確に行い、

指導方法の工夫・改善に努めます。また、本年度からＣＲＴに併せて知能検査を実施し、児童の

知的能力を把握して、個々の児童の特性に応じた適切な支援や指導に努めます。 

 第三として、家庭学習の習慣化、定着化に向け、啓発資材｢家庭学習のすすめ｣に基づき、授業

と関連を図った家庭学習の取組を推進するとともに、｢家庭学習強化期間｣の設定やオンライン学

習サポートの実施、長期休業期間中の補充的学習｢公設学習塾｣を通じ、学校・家庭及び教育委員

会が連携し、学習環境づくりの充実に努めます。 

 ②情報活用能力の抜本的な向上 

 ｢情報活力能力｣は、情報化社会を生きるためには必要不可欠であることを踏まえ、デジタル技

術を基盤とした学習活動の充実を積極的に推進します。 

 国が推進するＧＩＧＡスクール構想の第２期に基づき１人１台タブレット端末の更新と利活用

及び新たな学習用デジタル教材の導入を図り、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な学習指

導の充実や校務ＤＸの推進、視察研修や国及び道教委の指定事業を活用した取組を進めます。 

 ③ふるさと教育の充実 

 ふるさとへの愛着と誇りを育み、将来の町の担い手としての力と地域の発展に貢献しようとす

る意欲や態度を涵養するため、地域の自然環境や歴史、文化、産業、人材などの教育資源を積極
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的かつ有効に活用することにより、体験的に深く学ぶ｢ふるさと教育｣の充実に努めます。 

 そのため、学校において｢ふるさと教育｣の計画に基づいた取組を進めるとともに、教育施設が

作成する｢学校利用ガイド｣を活用した教育活動を推進します。 

 また、すべての学校に、ライディングヒルズ静内の利用を促すなど、｢馬｣と触れ合いながら学

ぶ活動を行い、わが町が誇る｢馬｣を通じた教育活動を継続的かつ重点的に推進します。 

 ④外国語( 英語) 教育の充実 

 グローバル化の進展により児童生徒が英語によるコミュニケーションができる資質・能力が求

められていることから、学校の英語教育推進リーダーが中心に組織的な外国語教育を推進すると

ともに、｢ＣＡＮ―ＤＯリスト｣等による学習到達目標の作成・活用を図ります。 

 また、小学校での英検ＥＳＧ、中学校での英検ＩＢＡの実施、外国語指導助手の配置や外国学

習者用デジタル教科書の活用を通して、外国語の学習活動の充実に努めます。 

 ⑤キャリア教育の充実 

 児童生徒に望ましい勤労観や職業観を醸成するため｢キャリア・パスポート｣を効果的に活用し、

発達段階に応じた計画的なキャリア教育を推進するため、地元企業や団体等との連携に努めます。 

 ( ２) 豊かな心と健やかな体の育成 

 ①｢特別の教科 道徳｣( 道徳科) の充実 

 児童生徒に豊かな情操や道徳心、｢人｣への思いやりなどを育むため、家庭や地域と連携した体

験的な学習活動を実施し、道徳教育推進教師を中心とした研修活動を推進することにより、｢特別

の教科 道徳｣における考え、議論する授業及び評価の充実に努めます。 

 ②望ましい家庭生活習慣の確立 

 児童生徒の心身の健康保持・増進を図るため、｢早寝早起き朝ごはん｣啓発や｢生活リズムチェッ

クシート｣の活用を推進します。 

 また、電子メディアを使う時間をコントロールする｢アウトメディアチャレンジ｣の取組につい

ては、児童生徒及び保護者に対し、テレビ、ゲーム、スマートフォン等の適切かつ節度ある利用

を啓発し、より望ましい生活習慣の確立に努めます。 

 ③体力・運動能力向上の取組の充実 

 児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を

もとに、学校において｢体力向上プラン｣を立案し、体力向上活動サポーターの活用、新体力テス

トや体育の授業における指導方法の改善による取組を推進します。 

 ④特別支援教育の充実 

 障がいのある児童生徒が学習や生活上の困難を克服し自立できるよう特別支援教育担当教員の

専門性向上、特別支援教育支援員の適切な配置により、｢合理性配慮｣のもと、一人一人の個性に

応じた指導・支援の充実に努めます。 

 また、こども家庭センターや幼稚園・保育所、児童養育相談センター等の関係機関と情報共有・

連携を図り、就学前から切れ目のない教育支援を推進します。 

 さらには、前年度から取り組んでいる｢効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築

事業｣を活用し、自校通級に加えて、巡回指導体制を確かなものとし、通級指導の充実に努めます。 

 ⑤健康安全教育等の充実 

 児童生徒が生涯にわたり健康で安全な生活を送る上で必要な資質・能力を身に付けるため、健
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康安全に関する諸計画に基づく健康教育の実施と関係機関・団体との連携による交通安全教育、

防犯・防災教育を推進します。 

 また、熱中症対策を含めた危機管理体制の充実に努めます。 

 ⑥学校給食と食育の充実 

 町内で生産・収穫された食材を積極的に活用し、栄養バランスのよい安心・安全で美味しい学

校給食の提供と食育の充実に努めます。 

 町民に広く学校給食の目的や意義を理解してもらうため、定期的な給食試食会を実施します。 

 また、子育て世帯を支援するため、引き続き、学校給食費の保護者負担の軽減に努めるととも

に、給食を安定的に提供するため、計画的な施設整備に努めます。 

 なお、本年度から、静内農業高校へ給食を提供し、生徒の健全な心身の発達を促すとともに農

業高校の魅力向上と持続的発展に寄与するよう努めます。 

 ⑦いじめ、不登校及び児童虐待等への取組の充実 

 いじめの未然防止と早期発見・解消のため、子ども理解支援ツール｢ほっと｣を活用した指導や

町及び学校の｢いじめ防止基本方針｣に基づき、組織的に迅速な対応に努めます。 

 不登校の未然防止や解消については｢新ひだか町不登校対策スタンダード｣に基づき、校内及び

町教育支援センターを有効活用し、学校及び関係機関との連携により、長期欠席者及び長期欠席

傾向のある児童生徒と保護者に対し、一人一人の状況に応じた相談、指導及び支援の充実に努め

ます。 

 また、児童生徒及び保護者、教員の心のケアや悩みをサポートするために、スクールカウンセ

ラーの活用や関係機関とのケース会議での情報共有、対応強化に努めます。 

 さらには、児童虐待解消のため、子どもの生命を守ることを最優先にして、学校が児童生徒か

らのサインを敏感に察知し、関係機関へ情報を繋ぎ組織的に対応します。 

 近年、学校だけでは、複雑・多様化する、いじめ、不登校等の諸課題に対応することが困難に

なっていることから、関係機関・団体との連携の基盤を活かし、個別の事案により丁寧にかつ積

極的な働きかけを行うため、町と連携して学校、家庭及び関係機関等との調整の中核となるスク

ールソーシャルワーカーを新設します。 

 ( ３) 学校力の向上 

 ①学校の活性化 

 校長のリーダーシップのもと学校運営ができるよう、教職員がチームとして力を発揮できる環

境とするため、校内研修の活性化を促すとともに、学校の組織の円滑化と学習指導要領に基づく

教育課程の実施に向けた取組を推進します。 

 ②小中学校と高校・特別支援学校等との連携の推進 

 地域の子どもを地域で一貫して育てるという視点のもと、町内にある高校や特別支援学校との

情報共有や研修等による交流を活性化させるため、学校間の連携を強化し、地域全体で学校力・

教育力の向上を目指します。 

 ③学校と地域との連携の推進 

 学校が地域と一体となって、児童生徒の学びや成長を支援する取組を推進するため、地域コー

ディネーターを活用し｢学校運営協議会｣を活性化させ、地域に開かれた学校づくりを推進します。 

 ( ４) 教育環境の整備・充実 
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 ①学校における働き方改革の推進 

 教職員が心身ともに健康でやりがいを持って、教育活動に専念できる職場環境を整備するため、

前年度に改訂した｢新ひだか町立学校における働き方改革アクション・プラン｣に基づき教職員の

働き方改革を推進します。 

 そのため学校運営体制の見直しを図るとともに、保護者への｢一斉配信メール｣や｢北海道公立学

校校務支援システム｣の円滑な運用、さらには１人１台タブレット端末の積極的な活用等、校務Ｄ

Ｘによる効率化を推進し、教職員の負担軽減と教育の質の向上を図ります。 

 ②教育委員会による支援の充実 

 要保護及び準要保護世帯に対する就学援助制度については、現行の認定基準を維持します。 

 また、学校教育研究活動補助金を活用し、特色ある学校教育研究活動の推進や学校教育におけ

る課題解決のための研究活動を支援します。 

 さらに、町内の児童生徒等の英語力及び学習意欲の向上並びにグローバル社会を見据えた人材

の育成を図るため、引き続き実用英語技能検定料を助成します。 

 成績が優秀であるが、経済的理由により就学困難な状況にある学生等に対して、給付型奨学金

による支援を、また町内の高校に修学する生徒に対して、通学費助成及び通学バスの運行等の修

学支援をそれぞれ継続します。 

 ③学校教育施設の適切な維持整備の推進 

 児童生徒数の減少が急速に進むなか、小中学校の将来的な再編整備を見据えつつ、老朽化した

校舎等の計画的な維持整備に努めます。 

 ④部活動の地域展開の推進 

 部活動は、子どもたちが自主的で多様な学びを経験する場として教育的意義が高いが、価値観

の多様化や少子化、教員の働き方など、時代の変化により従来と同様の運営体制での存続が難し

い状況となっていることから、将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に親しむこと

ができる機会の確保に努めます。地域の子どもは地域で育てるという意識の下、学校、関係団体、

保護者及び行政が連携し、地域のスポーツ・文化資源を最大限活用し、部活動の地域展開を推進

します。 

 ３ 社会教育の充実について 

 ( １) 社会教育活動の充実 

 将来のまちづくりを担う子どもたちをはじめ、町民が心豊かに学び続けることができるよう、

文化体験やふるさと教育、多世代交流学習などの多様な教育事業を推進します。 

 また、コミュニティ・スクールの活性化に向け、学校と地域との連携・協働体制が円滑となる

よう、生涯学習人材バンク制度を活用したコーディネート機能の強化に努めます。 

 社会教育及び社会体育施設は、新ひだか町社会教育施設個別施設計画による整備方針により、

学習環境の充実と適切な維持管理に努めます。 

 ( ２) 芸術文化活動の充実 

 芸術文化活動については、文化団体協議会や文化サークル等と連携し、町民芸術祭をはじめと

する文化事業を支援するとともに、幼児・児童・生徒芸術鑑賞事業等を実施して、各世代の町民

が芸術文化に触れる機会の確保に努めます。 

 ( ３) 読書環境・読書活動の充実 
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 前年度に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、すべての人が読書に親しめるよう、大活字

本やＬＬブックなど多様な出版物を含めた、計画的な蔵書収集を行うとともに、幅広い世代の読

書活動を支援するため、図書館利用を促進するきっかけとして、多様な事業を実施するなど、町

民のニーズに応える取組を進めます。 

 本年度、開館10周年記念として、オリジナル絵本制作事業をはじめ、記念事業を企画・実施し

ます。 

 学校司書派遣をはじめとした小中学校の学校図書館支援・連携強化に取り組むとともに、児童

館、高校等との連携も深め、若い世代の読書習慣の形成を促進します。 

 図書館活動への理解と、図書館の利用促進を図るため、図書館ホームページ上での情報発信の

充実と、ＳＮＳなどを活用したＰＲ活動の強化に取り組みます。 

 ( ４) 文化財保護・博物館活動の充実 

 博物館は、郷土資料の保存・活用と継承のため、収蔵施設の管理を適切に行うとともに、郷土

資料を用いた展示や講座など、町民の誰もが親しみながら郷土の姿を学び、愛着を深めることが

できる事業を実施します。本年度は、開館10周年記念として、｢国立科学博物館・巡回ミュージア

ム キモかわすごい！海の骨なしどうぶつの世界｣をはじめ、記念事業を企画・実施します。 

 文化財の保護については、町民の文化財愛護思想の高揚を図るため、資料の収集及び調査研究

と、その成果の公開に努め、特に国指定史跡｢シベチャリ川流域チャシ跡群｣は、保護管理計画に

基づき、引き続き関係団体と連携し、計画的で適切な保存管理に努めます。 

 ( ５) アイヌ施策の推進 

 ｢新ひだか町アイヌ施策基本構想｣及び｢新ひだか町アイヌ施策アクションプラン｣に基づき、ア

イヌの人々が民族としての誇りを大切にしながら、その伝統や文化を守り、育て、次代へと引き

継いでいくことができるよう、総合的なアイヌ施策の推進を図ります。 

 本年度は、アイヌ文化の次世代継承に関わる個人や団体等の新たな活動場所として｢新ひだか町

アイヌ文化交流センター｣を開設します。 

 ( ６) スポーツ振興の充実 

 ｢生涯スポーツの町｣として、町民が生涯にわたり心身ともに健康で健やかに過ごすことができ

るよう、各世代に応じたスポーツの推進に努めるとともに、スポーツ協会等の関係機関と連携し、

スポーツ団体の強化とスポーツ人口の拡充に努めます。 

 ライディングヒルズ静内は、町民などのボランティアによる支援を活かしながら、将来を担う

子どもたちをはじめ、町民の誰もが気軽に馬とふれあい、乗馬ができる教育施設として一層の有

効利用を図るよう努めます。 

 また、｢学校教育活動利用ガイド｣等を活用して、馬を通した｢ふるさと教育｣を推進します。 

 ４ 結びに 

 新ひだか町教育委員会は、変化の激しい時代においても幸福や豊かさを享受できるよう、学校・

家庭・地域・行政による連携をこれまで以上に深めるため、学校教育・社会教育の枠を超えて取

組み、すべての人が生涯にわたって学び続ける意欲を持てる特色と魅力に満ちた社会の実現を目

指して全力で取り組んでまいります。 

 町民の皆様、町議会議員皆様のご理解、ご協力、ご支援を心からお願い申し上げます。 

〇議長( 福嶋尚人君)  これで町政執行方針及び教育行政執行方針を終わります。 
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        ◎散会の宣告 

〇議長( 福嶋尚人君)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

( 午後 ２時５２分)  


